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l研究ノート li

イギザス講における龍三三曹に対する

事喜納費桂と不法持為費粧の関需@再論

失望させられた受係者を題材として

子円ぺ
「
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はじめに

本論・イギリス法における失望させられ丘受益者について

T. Ross v. Caunters 

n.巳 White玖 Jones
盟国学説

lV.契約(第三者の権利)法(1999年)

V阻近時の学説

羽z まとめに代えて

おわりに

はじめに

九つ簡の契約がお三 I'f"P iJ以宍)に約束ブマ口【被告) ~ニ汁ーよる契約トのほ手l

これが出 首のよのにすみ契約である 1血行、 Aわ間の

事!利が約烹-{i'D ':第 ?守 p(.こでする Lリギ」上の義扮ま介は不示1it~上の注品義務

をμ(1，-4' J晶子7があり 1 、これがt 、わ仰る ft，三者のための f~議効をfI'与契約こ L1

議論評れこいるものとある}綿 布のための保護坊や伴う契約とし、議論評れ

J子守主;.s:t若年治てあり、

Aos<Jo'同 Lawof Conrrac川 28↑h吋 τ2002}[}:ert;:l凶出 j日U:'rJ"t;O河川 i¥::soム'.S 

Lュ¥¥..o!しυl1L!aClj， p. 1 ，~8 
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f キ'iス出におけ。:;r:. ~^~1';二回ヲゐ事:Z~，0 :N-壬 n 、 7 行為京佳の間十手 再市

ている買F が、 ~L約;由来する FてF なのか、ィ、反行為に白菜ずる音汀なのか、

がヨ本i.1、ではミト;主主れているが、なぜコ〉上うな形ご議~:~れるのであろっ刀 2

!イ、ノ it(土、人身Ji、士十三f主m古こ:"1メ日1;されるところの経済Ji失
(ぞCυ'10Clllじ lcss)(.っき不t 人 J'/:) 直?工を認めないしいう;京日Ijが存i~-Jーるトめに、

契約青汀を拡げにきたとし占えよう c 伯jJ、イギ，)ノ、法は、~まで lら、 :<' A'ツ法

とIJI.H!:O)ls引がイ7在するだけではなく、かつょ 事'~*，"J~T-ぅIfを沿いとは説も

が明主ちに立ついて十件fll奇4れ与するこどはでさな，， 1:、ミフ提約剖係(フ1'1下iI v (¥f 

Cυntractの!忠則が存在Lたため:九第一?ずのとめに，'-る契約を認めてこなかっ

た〕ワまり、ヂ法行為責任をun長寸ることにもH訴があ"、摂約責任をt副長す

ることにも同執があ Jノなというわけとある Lニオし;土ちょうど日本以と i'~の状仇I

である ]ヰけ;のぶつに、 TlE.存 重仁科らμることがなv'状況で、ィ、i:}、行必
Eli工か.¥e的責任かを;主主辛子るため¥，'-=:;土、イ-¥:'1ノλ法のよ λに、手足を 市に持

られ1いるぶ出で、ぶ辺、行為責任カ契約貴子かをrl例に i';待相」積み主主ね"(

判則していく過桂iz、多少なけとも会考仁なるのではないかぺ

f守)ス11、lむし 1て以、 4q約 l第 者の権干l!l!j、(1ω9守寸 IT川v :~_ 1-' 
-.，一、

じon.tracts(1< igh~s of Th;~'d Par~i出) Act 1000)り成立により、第 おのために

する主~J!:*I;;i')l，' J: ;j -'ヤ<l{められるに主っf二ごとご、ぞれまで♂判例の苔積;まどフ

とLミう $ljんな ;'1も検i，';しなければならなしヘなるのか、

ン円イ、ιiについ、{よ 111+宣之 Io民主!jの犠てr保諜効についての最近の議論と
ZZ1りJ磯村保ほか編 l民法'}':(I)軍釘とZZ1り臼CJ宍久夫Jr/:Ili干nTce，-，;'t. (20り"年)

öl~頁にI， F

台契約関係の原則とは、契約"三事当を1'"いては誌もか、契約(::些:つ、砕石，1
を月正午しえなc，とともにも義務つけιれえな νヘというもσとあるが、本料に
お， ，ては、行司品川庶民だl'が凶迭となる n

l 比収i)、 t ついご{王、 IÍ'Ë見苦久「比!it%d、 Ú~i み f-{克正の"本RiJ、(純粋経的損

失(1)問包を中むに)」広中(去をえ 三針英 編 IF1¥'; it ~j!-(1) TI年I・4、故的観察J
(1998'7"，': G19tÜ~ 卜 e
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本論・イギリスi患における失望させられた受益者について

ft前打1:;Jc!:: ~土、契約述反や事政が主か j んならば得 t， わたてあろう l みこま

れる託υ守的手IJt主であるにさらい、純粋流前説史 (P11etmmmcl川只)Fu土、

人身訂τh則定打 1-'-;を作わず、主主済lic央だけがう下|した ιえのそれをいう
契約違以によるが凶恒 ιたについて;止桔償がf(2，~;ムれるが、不法 i; 為による経

済JRf人じついては原寸J'して日苦悩は認められなL刊行しかし、 イギ，ス;;、にお

いては、辺先(r:egligence によゐl午前?目先iこ/)1.， ，て例外l可iこ肘償責任を認め

るl"II7J詐がL、くつか了J{:~-j る υ 本羽J之、これムの判例詐のな刀、でも、元'Ï~させ

九わた'/:持fi"I，di:;ap山 il1t.edlwc;efjci川りのまpI自主?r{，yすする 1EF弓.{i"(:Jヌtatwl

が弁説 1(叩j円山r)に;立了1作成地院を依頼Lたカ 弁説 1'0)i!'; 9i:のとめに、

追;口が有 ~1j に成立セず、円図されていたそ追巧がロ図されていだ造 j寸を受けと

るここがで aなカコたという事'たであり、 1まい1されじいた受)t':;.H-eあ之夫常さ

せムれたを主主~が子t~~N Iを迅央rよりJhえるというモのであるr 判例もと子二ぷモ

あまれ疑うこ2なく抗告の青ぷを認めるべきであると宇るが、その坦dJはどこ

;こあゐのか、

1980年;こr::-0等u、院(市 I審l 丈u、宮部の孔[，町lf'ry !Ir:J大μ、官が下したれ円 1

(山包1ft!'S 判 it~ こ、 1 ~19S年に貞奴~';'~ (:tを卜級f下、古十!〆た 11'"昨1'.11仰CS 判 it~が

あり、ぶれそ九てれをや市詳Lく険長lする

I Ross v， Caunters 

i事実iJ立言1fi¥がす議工 1)\被告)ド.;~言 fI;' EZ を依穏 L/~(， [);土、

97ハイlに最制lニ清を作成した絞も、 A&、青luJにより弓972{1と1G7'1.{ 

のど l斐にわたり込百を汁¥):宣:た A つは、故主去に 1i=を↑'l)io: した民?

に、 Aから 受主走者 U: 日 I~，人にはなれなし J忠 7が、平J、[ilJ ilif~.' も

か，j -:".完了i ぬられどが、ペとれには符え~~1._'主主、 i¥(~何度か手話でヘコ

りとりして、 hえ終透を'九乙E立さ古たハぞれよ9i'1干の依終透-;-10)ノd容は、

:， Hfl[r見たl漏もたTttl弘;J~ú、辞典叩['F) 287頁

; 1!íJ :}~~8ï~' 

:19801しh.287
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イギリス法における箭ー者に対する契約責任と不法行為主任の関係 再論

AOJ妻の妹である p (原に特定動産と残余財産の21 分的 5 が:ì!:~n

される、というものであヮたυ

1970イ|と1972{1の最初の 2つの遺"は、 DOJ事務職員が証人として

署名したが、 1974年の最後のi4言l土、 Pの犬が証人として署名したた

めに、無効となったc その経緯は、つぎのようである。 DがAに、単

刊1Iした遺言とともに、;iH百作成のための指不を勺える手紙を送付Lたへ

その内容は、置， ，は、遺， ，者により、 '2人の独¥rした副人(すなわ

ち遺百から利訴を受ける人ではない人)の雨前で」、ま f'，最初の頁

に〔数字でなくJ(-;=t~で) J 日付が入れられなければならず、「そし

てX:l2.頁と jじよに署名がなされなければならない、そし亡、 2人の独立

した訓人は、鉛筆で折不されているように、それぞれの名刷、性所お

よび職業を署名しなければならな¥"""そして、追百を1")封の封筒に入

れて私[D)に返還してくださいGJ というものであった〕その 3週

間後、 Aは、 2人の証人の両前でコ宣言を作成して、それをDに:is還し

たι しかし、 2人の弘人のうちの i人は、 Yの夫であったu その l週

I~J 後、 D はA に手紙を送り、 Aにより署1'，され「有効に証人により署

名されたJill戸の返j喧に対する感謝を害き添えた。

1976年に、 Aは死亡した。約日か月後、 DはPに手紙を送り、 1974

芹の泣戸の証人としての旨l名に難点があると指摘し亡、遣戸11、(18:)7

イn(Wills 1¥c( 1837)第15条のコピーをH封した。それは、 j宣言に立
ち会う証人が泣言のもとむの受格者「またはそのようなずfの妻もしく

は夫」であるとき、その受益省に士Jiる遣了7による阿11与は完全効となる、

と規定するものであるサそれにより、 Pの犬が立ち会い証人の署名を

したために、 Pはi世7τから受益することができなくなった。

そこむ、 p~土、 D に対して、過失をム保した j それに対 L 、 D は、

197;j{ドの遭っ作成における適切な配意を行う自己の義務はAに向けら

れたもので、 DはPに対L'C;主自義務を負うものではない、と土張した}

[判決i¥.1egarry副ん法'1"¥は、つぎのように述べ亡、原告の被告に対する

主張を認めた 2 そして、 1971年の遺， ，が、被告の;1'¥夫がなければ、原告に喧贈

LたであろうヰIj採の史失についごのHl;慣を認めた

(1) 弁議十が府客に限用されて願客以外の他人の利益のために専門業務を淫

北法57(1-46:;)463 [46) 
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i-iすることを号 ~iÍ~~-J L-たが、品川履行に l高生があっナ σの)と 3、弁d忌歩一±伝の願手存千

:にこ対-す;る与契4約玄任が古ι::;1-イι?
3為町九)~責三Fぺ作r♂ 7がJ戸〈発 fぺ| し:主よいわ:げ了で{は土な〈、 ミらに、 -j1三五!の定員平年以外山他人にえlヲる

l起うミポィj、J'/:j京?工が発生じないわけではない

(2) 弁日ミーの時専にJ外門官jl、lこA<;ずる安;'Tの扶拠は、 Het1!ι Bynte込山

Udり f-fバtd改j}arlnersUd." ，1主RIJ'/)仏0t思 IJ、または、 f)U!lOj5刀M り .')'Icvcnson~) 

;t;{ロIJの旦終適用であるが、 H:;者 Eり後者のはうが適引Jであゐ

そし亡、 M守ga:'r:y肉入、法は、 H2dl(l¥' HハーJh'をつぎのように弘司する そ札

lz 、活うたゐるヂミ究支ノマ、 r))ilC" 凶(1)辛う事~'r巴あり、計什経済て買うとが_'ÍÌ?: /j t__たものであ

る。そーでは、記'i:'j院i*にない情報J是iLHの情報伐街干に対すゐ注，i，i-義殺が牛

じゐ要件 l して、倍以J，i供者が自問技術をもノこ t 、 'ì'~ 除去領者が↑~，-:収提供者

を信料Lにこと、主:どが挙けらh/::

さらに、 ¥kg;-;n、邑JIJ犬む、有は1)(;1切h1lf:1'. ，¥1山内1.'>υ"をつ支のように説明するご

てれは、 fιL矢な天主力廷の進央ある流通の事案ごめり、人身J(J引が5t止 J たもの

" :1ν641 ，'¥.c. 4G5 

{事業lYl 士、 Dが宮~it l__、Uがム A (ウブ L の巧 ←-)-'-)が1構人 J 、Aカ

らPの反人Jトド耳人LたジJ ジャ ・ピ ルの私の中に iE人 L て tλ な %I~乍の 7'\散

骨児て、ふして、'm:ん汗ことに E り、へ~;rff1'~ ~~- y.空つえっふこで、 P!二[)に対

[し;1~:::不il、1，為に基っく損与K'--:1t1:詰ぷを L た

{判決] ~ßt~:;;Î; j-j政審 l土、三対ヰジ〉偽-*で 請求をER零したごそこで

は、隣人i息日UI，:-:teig上山了 r:ncipie)が示さjドヲ

， [193~J ，'¥.C 九日2

[事実1tt::; ~'{U2!占?は 有限会引 Ca日 i)0¥¥引か旬、前者が役者の代理人と

して)ム亡 lエよy~約を締結ヂるよ λ に 1氏以されて、弓たため L 、 ιaSl';:lower のf言F百

を;司青宇，L二〉に 1__t" " [l (止、青]の取iJ銀行であるAに照会を摂んγ れ止、

EJs:puw(; の取!J:;i:Ji1Jであるわに照会会1Jッに おは、 :'1身の免責を叫FJした

うえご、 EaS'-lハJ¥vcr0)イ可用は[~幻でめるこ日~〆たハ p ~，土、これを泌され、

れをイごじ、 ~:a"ipower シ取ヲ l を pq拾した日 レころが、 九2.SlpO¥Veが例レfしt-l予

約に、 Piょ EélSipo\v C' j の支Jj， _;rl:H~{-OÆ ヘこして広 Ill 仕立契約における大払債務

を 1;~1;しなければならなくなり、民再を引った そ.~C:.、 Pはつに対 J ど 辿

失不法行為に括づく長吉見守業五求をしたn

[判決122族徒(ぬ 1'，殺者土、大L捺いi止、 1)の免責の己切のrめい、])の
玄任手志めなカったが、理論こし亡 原と被;¥-，;')1日jに特別な関係があったな
りぱ、 N~:?ï(/)表小におけるイマ l 煮は育{千を こさせるこ1'1]小した

1471 ;11:す:J'i(1-4(;2; 4GZ 



f キ'iス出におけ。:;r:. ~^~1';二回ヲゐ事:Z~，0 :N-壬 n 、 7 行為京佳の間十手 再市

である戸そ二でl士、契約関係にたい製世告の法主JtlこIする沿意義務刀汀|じる

要件乙仁と 製造計の沿尖が消費討にJ見守を発生与せるごとにゾいて、製造計

(ニイ三主的Jご予見可能"r'ぁ。ニこL1、が手げ九れλ。

本件のような煩~~_:'おし、ては、 l広告の{」栢はないこしが脊置である)そこで、

MCg，Ef} Q:;大1去宵l土、 HcdleyB)'FnC 庶民:]よりも D0110川ピ U 引引 tl1S0!l庶民:]のほ

ろがJ:0、と刀、1をするし

(3) 特定され工山 首に利益を羊えゐ業務やi計二寸る Eつ顧客から内江ごされ

た介護ょ;土、その芸;i5jを:;'2;1，')-心際?こ、そ刊第 7TtこTJL亡、注忌義務を長う日

と， ，うのは、そのめ三者l王、 11;'がラヂ謹一軒ジ)作為またはイ、作為により;自主を被る

であろうといつことふ弁譲 1;がf~'JlfI下?に予測可誌なほと、 11'譲!:(J)作為王たは

寸乍1-'&i，_~よ n 泣義的に直接的にれ苫1 を ι会ける者介して、弁謀|が直誌に ièl叫す

る範囲内の告であ心からであ心

(4) 子ぐっ Jj な約三軒;ニ対する l~今が、~~~-怜;こすナ銭;むなものであって、人や

物， F.Jする羽理子]なものになくても弁τて に汁寸る!古史的僻目とはな九ない口

そして、 (3)κ(引の判併の恨拠Lして、エIl:只!日円品IJ太;1;'ITは、 九filli8in'ρf

Housi問的tdLout/ l;orr?F山nr?nf&'前日rpL平刊を骨折する f 専?を:之、地ノ好公共H

体l)の _1"ι税収民 t が、ある U~'.の隣人を ;1 ふ: I (f)円十 Aか九のその :.:1".の税約

刊のギヲ7おの照会;二，[)~--/じが、ヌ，，土モょによ誕」企で税負土'.に百止しなかったもの

'C' iうる r そこで、八から徴税できなかっ工会{\~(， ついて、 '1'央省庁PがDを訴

求 υ たが、ての品求(土認存された ~lcnarr} p~チてま官 i士、 ベ)wりう事門と玉付

とは、アf人の犯人てにもかかわらず、 l車FIJ:lJには間十下の特伐があるとする すな

わ 1 、出工)は八との院H';.C'遇うたある不作為 f 1t: υ たこと、 r2、八はそン):ì~1たある

ィ、1lf.t(志づきれ勤L斤が、 j員詳{本相!l.')ていなv、ニh、 ような千主主

l二J')、 AがI31二列:さを引き起こしたこと、匂D己、 uj，rの滋失ある不作為が

1寺ノとされたもしくは特えされうる DにJ員再会う去るであのう、とや戸、医し l い

lυSal ηrnono S， γ Hゼl芯計tullυ口十11<::' 三1V、of '1 りr吋十芯 (は);吋ted 併托州i): herピ..口afれtピ引r:己三叩a
j五~l凶O~:川d ι f五12U川ろ川川ι(汀oιμ~ 1hcむLa¥¥' 0:" T(叫)げrしい，，，J. pp. ~引{り)川1 --206 ~示 ζ るこ、ト降寛人l示京E目則lリIiは土、 波
2舌=グの〉汁L おがi涼阜告にゴ損宮主￥辱をもた fらつすであろっと、被告が合抑的に子見可百~-eあ〕

亡予見ずるべきであコたかどうか l合迎的予 ~_-i可能什)、とし A し A かえることが

できる~まr、泣干J汁主シいいかえられゐ二どもあゐが、 Z のI[u}は殴昧である
と|て司t刊されている

l1970j 2 q.D. 223 

二日社S7U'46J4Gl 142] 



叶究ノ ト

た、または、イト|叫すべきであったこと、':;;不快定な数の人のために責れが発I[

する可能性がないこと、であるc したがuて、 DはPに対して過失責任を負っ

ておけ ((3)参照)、さらに、純粋経済相失にJ!['n!J昌生責イ丁を負っている ((4)

参照j、とやl示するために、 ShαrT-Ti件は十分な先例であるじ

さらに、 1.Jcgarr}副大法官は、 Dο削 ghμev. St仰の"οn出m(台理的な干見可

能性)と HedleyHyrne製件(宵門技術や信頼など)について、つぎのように，! 

う〔過失の事業における 般的に採用されている標準は、 般的な工}川to;:hup

v. Stれ 1制 ISOI1-'Zt件である。しかし、この一般的な/Joηof{huev. ，')'t目別son'Zt件が

純粋経i剤Rうとの事業に浸然と適用されるとすると、際限なく拡大される責{干の

問題が起こるはずである〉過失ある不実友不の事案につい亡は、その問題を肝

iたするために、 Hcdley Byrne判決が厳格な要件を謀したのであるコさらに、そ

の他の事案については、その問題を解決「るために、 lJOIlof{hueψ Steve山凶史

1tをどのように修ifないし泣更するかが問われるべきであるレしかし、本什ご

は、とのような'Z:什をたてるべきかをさらに議論することはしないじというの

は、どのような要件をたてたところで、本件では、それを充足して、責任は山

冠されるからであるつ他ぴ)事索は他の裁判所に任せることで、十分であ，)、満

足である。

(5) !vlegarr} 日l 人法'c;は、以上の状況においては、弁忍|の受益-~-に刈する

ま主務を否定ないし制限ずるに十分な恨拠はないと結論つけるレ

(1)から(5)までをまとめると、 Mcgarry副大法官は、(1)で、契約関係にある

当事者聞においても、契約責任と不iL1J為責任は競合するが、契約関係にない

原i11と被;llのIUJにおいては、契約責任は肖定されるが、不法行為責任は併定さ

れないことがある、と Fるサそのうえで、 (2)から(4)までで、介護士の受格者に

九lする片意義務の成台を刊断する。そして、本件のような事業には、

j)onoghuc v. Steve問問要件を適用するべきごあり、 /山lルF打edl旬rりyn的吟3ち今;y

るべきではないとするO そして、本件事案に台埋的な下見"J能性の要件を適用

LT 、被告のl且告に対「る責任を肯定したり tなわち、被告弁活上は、[[分の

過うたある不作為が特定されたまたは特定されえた原告受j理者に照会を与えるで

あろうことを企図L-cいた、または、企図すべきであったという合期的な予見
叫能性の要件の充足を重視して、被告の原告に対する責仔を白定した。

[4!lJ 北法'J7U'4tiO] 4ω 



f キ'iス出におけ。:;r:. ~^~1';二回ヲゐ事:Z~，0 :N-壬 n 、 7 行為京佳の間十手 再市

E 1 L 
Whfte V. Jones 

[事実11日前ノiに八の妻が死じした依 1¥とその主人の蚊:>IP"と
の聞でぶ族扇動力支起き l' 同年〈以、買部"月!11、泣百1'e1¥ I土、

I、ら f 何も遣同なし ι とする畏を弁長~D:，'ニ民意させ、作成 L た 3

6月「ば、人とつらは和解し、八は辺百を百き 1古すに低いで/バ二{

そこで、 AhZ了》らに[)1，: f当分の吊7.奇iz、え手。さらに、つ lも了)に父

淡の骨望をいえた 7 R半は、.''¥':土 Dに、 P4のふが{にさしと手伝?こ
より、 Fらにそれぞれ9JDC1、ンド士漬燃するとする新しい l貴7すの作

ÞY ゃっ吉小じた，月 FF に、そ hl 土~) I寸'¥，'<ミfJ}

乙こ勺が、 DIよ、それから;片問、 1"1もすゐ二 ζ はなかり丈ーとい

うのは、わが人を/十、曜に訪問 L て ITITi_:、 t る約束は 3 還にわ作 i) 絞~-;ら

れたが、 Aはそょすべてを守らなかったからとある。その後、まず

Dが 1週間1C)休日目をとっと その没、リざl-Aが 2週間の休日日?とっ

/い日 H1. i:: に、れが D i:の ~jj で、!l H 17 [: I人弁 uが面会 rるシ

ずる約束を取り付i了た寺、 A~，王、休日~17)，ら帰れし/こ l昂|判後cつり日 14

E に、 'l~，~iJl発jノトを fJ\ i， ' 化にした

ゃうマ、 1986年3fj (l)遺言う検i-;_-~， 6 れた 1986年 3n I/)遺言と市街
午 7月のr紙がイi{cCLたが、彼音は、 11乙iL (1t)37-';下より~求さ

れる乱人的奇 ~v がないため、遺言J:Lf効ノ」をもたながったり家扶;土

;立げ'}]'"害U(1)方法を{;立するごとカ Lきなかった F ，:ヲ{ょ うの計 L が

たいujII:により 'Y.:tii.O)コ亙産から18υ00ポン l会i受領1ることができな
か"ト〉して、『なわち、1)がけの rべきこ少をしてい;~- (: -tlUJ';叫;

(1 3) 1の1貴ijは取り消されて?らに刊誌lなる新しい長7τ:ニ尽く;二13'え

られごいたであろうと L、、 Dに対して、沿たにJ;tっくJil害防慣れ詰

:r訴訟チ?とポーした

高T手法院刊ナIl手、 fjは i己(1)専門京の責任;こ J長以しといるが、 コら

にi了一j るィ十~);uヲ?を子{勺ておらず、また、犯古は投機的刀、て).!、時安す

ぎて同復評わえないとして Fらの詰求仔呉羽じた(つられ欣品}

Pらが!罰:/Lt 控訴批判事;手、 DはPらにもIして正当 t主主支をfhて

l199~; .J 2 1\ 仁:2 0'~

二日社57(1-4S:>)4に9 151)1 
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行 i)、そして、ぞの義務主/j(がrちるとして、 f同等法政刊況を以:!~l者し

L 、Pιの控訴を認可チLた Pι(1) ，~穿ヨトノ DがトヨトLた

[半IJ決1Chit''ieh:yぱ r:川f、九1刊 llt'-¥Vil;;:inωη>:NOla~1 の~ 1:¥1:半JC:がけの

よ訴を烹却し、五clil:oI Kinkclとlvlu:，iUり 2我汁宵がDの上訴をdJ怒した。

すなわち、日対2J刈前c'，. (~"、 P らの請求が55亡、された (P らの治訴) ~ 

客数亡、位。)(υrr t&:::::j官tヤ数当、児の -;"';m;lill-j主判官が、詳細t白日見号技開L

て1" るので、それレJを沼介守る

[Go行裁判官の多数意見i

(1) 本件のような間短iJ、 イキリスヘコイ由(J)コモ〆.['1ー諸問におし!てのみな

らF、いくつ:小グ】人陸法諸国hこおν、てそ2士た、落、議論されてきと、そして、

f胞のコ弓ン 口 行寸心~'測も、 jl1j 杭 U)事d本におい TIμ;様に結論ゥけており

支任をrt!.ι(ている、

{凶2封) まr、 口Oぱff~捻主判 r?oss iノ C叩 11/;;rsや本1lに有 Id-;6、内7会的な 1，'

!しJ;法主戸的甘R障章三吉言をJR凶1宵{-る仁

(アj 方で、弁護士iまうとEささせムれた受読者lこ対し、小法r-J/;& trf:干を負わ

なし こいうのは、 -jf~ît_l.- iよ ~k(/) 民又;この Jf- ;~."rà 義務宇治う その義猪版行

;ヮき守護士U:'人 --:::J]させられた受持者のような第一昔l作意jt持をt'.わない

といろ:~-引が為るから Tあるん 1'iUJ で、升日立十は央草さ IJ i;)列丈':'::;;':託昌 l二

対 1__-C契約主任ゆnわない J 乞いうのは、弁護士と失望ιせ九れた受守存者の間
;二は契約刀冶くよしゅ三ら"r-'あ令。契約責任マピ負うこす れば、第一省内丈めにヲ。契

約の万ィj、によゐしかなv、が、イヰ 1;スU、におv、では、 Zのよう右前ょには認めら

:fL -，: l.j ， ;~ ~、ょ

(引第三に、純粋金銭j員欠 l山 clvfi山川lど:10:3引の賠償支ぷは 契子)cコ

領城hおいてr&ウし、 j/s夫小次行為0)預i或におvミてはr;t(:-;しないという衣則元

本子在ヲトるι そして、シ〈に、 l虫舌l既存の培手りないし禾:J誌の綬斉しは異なる、

たル仕る期待の志夫 (ajelCrC :oss o[ an cxpcc~aj 山 本刊におc.てはた

んなる相続への希望的 j~-::;':; 川町泊 re l(、桁 dλ 叩円、U(，d-':';l()n;、 ママ--こ対

'3 lbu! 乱t254---256 

1 lhιd， aL :::SG 

1"11 ;11:す:J'i(1-4::8; 45ヨ



f キ'iス出におけ。:;r:. ~^~1';二回ヲゐ事:Z~，0 :N-壬 n 、 7 行為京佳の間十手 再市

ずる町;償"主求l土、ラ'U/0C)泊f売において成，'，し、ィ、法行為のノ向了者においては成，;

しなし、乙 vミうj虫剤が古::;t;ーする"，

R日 5ι-'. Canllic刊のような事案において不仁ど行為責任が52れ

られる すれば、での放泊の射程を i自切に ~R 界ぷけもこ:，-;..不引 L?であろう}

たと-L(，:;1:'、'ii';対l与が持設となり、かつ、即与釘が記、はやぞれをイlへ粒寸るこ ι

がごさな v 三段日まで T~z割ιしが){:昆与れな刀、ッたj長合はどうミ:むのかυ あ￡ νl立、

科目に Eり特定され作会i走者ではなく、広範な松岡の特定されてし 1ないJ受益者

の場合はエうなるか、などの問題がひ~する rあろろ 1 勺

治:;[.. .~-{ウi

(I) ぷ4:こ、 R，;ss[:. Ca叫Lt r:刊で l王、弁嵩ーいJlE央ある作品が、本刊 r-~土、

7I1蔓]:(う治夫ある京↑下為が、間;iet:!とな》た J じが仁、あらかじめ椋~.に何人か

の a務が~y と L なけれi工、ィ、作為 l 干 "1 ずる j邑主、イ、法行為 :HF~正 I立"な w吋い

う 蚊l耳目Uがあるわ)忠告との史的がどデ在Lない本目、こ1st'亡、役三乃責任はし

のように成すするのかか間開こなる c

(3) つぎ仁、 Gorr1:'，(:刊ltl土、 R:)ssιι山口tc内やλ付rイf有オゐ、実務的lト

誌のjf'送力ないL促l主力を指孤「之 υ t なわち、 -f:'~全土の失望己やら札λ 受主主

目:こん卜する義務を行疋ずるべく、つ主のよう士正義の;車市かあるとするに

(ア r~) .l に、 r川内 J打l 仁c!山問J川μ附}

じd内!η】 kゐな義務がd誌tめられないこすれiばf、有効な高求権やもつ宅ーの人惚{たと

えば、立乙音と辺 J1L)主婦己を受けておしすず 他五、長官を受け手恨 の人物

lたとえば、失培さ上九れた主主主tI"Jct有効なl詰求権をもたなし:こと;なるr

ここ¥'--は、補角公れるへきiJのう;快カある lλ

{引 治之に、そ的ような疋務か認められな dととす i~(_f、社会が三，~誌ヲ G と

こ;:;の、 I;;:i.言者に ν つでの辿言の戸向性 Y受込者;，':'，t_つての泣〆?の 1:;要性が阻

士されるよ"

ゆ'1 !j， oに、そのような認拾が認められるとし tも、 11'議士の専円的l託業

の吐闘から、守護?カイ、中小jl~j ゃい斗ことができない C 1，沿っ感覚がある

ム I/!i:l.，ll 256--257 
" Ihid. aL ~、y

" n山L <1L 25号
の Jbul. cll 2S9 ~(-)O 

9 lbu! 乱t2(的

以 )lhιd. aL :2ω 
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l品 不 4 に、そのような， 1 我山 W: 主主l として~~求される説得 l土、什止や地対

でf烹ート引果た j役割からも舟，:1ゴ"rる干とノd:f-C'，~る U すなわち、公段以、すl

訂正 1:;が古効主j塁打。!;J:，まずるこ f言如している的であるつ

そ L て、 Goff 裁事官;之、併がよ要かう J.f;:-，)'，-な J~ rIiであるエ 7る μ

(4) ここで、心0[[致 IU宵l土、 ドイ、ソ法にぷける抗_Bのためのf~i.Çガj を円

与契約 ζ 第二者 j~￥詩:Rを般討すむ υ

1明 ま久治 者のよ'めの伝説却j骨付つより包

fur ))ritte': )-~を見明す?~

(Vc↑Ir!lR lilil ScJnl:，Z¥-¥'IrKll開

イ干 iノス契約i去にほ約|司法理こ契約 i対抗、法理が干刊[するため、本件を努~\:)i去

にょっと l孔即するには1:平手与があったこの?とが+:/午や辺宍不u:fJおな、によっ

て処埋ずる }j[珂¥と戸;7'トわせ ιのである。イth刀、 iイツ過去〈小法行為法は純粋

計;占損フのえ:"1f止を忍めないとの、な判':';;がう庁案に.:Hけ心ι義をnu-るため.YJ
約;j、をばリ;下するようは'1r?する7'1&1ヘと1'1かったニとはこりて主的流れである。そよ

ーに、.r:j:~';家が LI 身内I[~'fヰ(，-}iう義務的:\1::反 r より 第 主う出1;:;~:.夜 ι 、実務

ü~_rr .Aがそのよ 7な治 昔は.fXi:'汗されるべきであると要詰「るような状況のr持
ノ¥
己、 ドイツ法は、第 者のためJ ずる認;f);J)寺!乏を耐える与ト迂を令 tど法聞を

都氾l、ぞれに依子'!l-<jるてとこしたc 二オ]が、第三者のための保書効をいう明

約のド、2liであるリべ('1の tろな専安において、本法王宝に依拠1て、弁疋 I.-C')頁

刊を認めた k イソの半14i列もあるA

{ィウ ハぎに、お おね7マ高犬 ~:D ~-it bc hadc nsllc: LticL:tLi0n ')を説明する η こ

れは、 ド/ゾ u、にいうと干ろのj~子与力 1It;~.;:{寸る沿ch;;dt'llSí;(:';l:t山 r~1ng: 品位

;二 ~Ò-[、認められるものである。すなわち、 -)jで、 J:1占~-f絞っと省(ニ政汚 jパi、

を右さず、他方手、救o::r万iJ、を右すζ者は1員事を絞らなか d 、レいう地合で

あるυ

典型的には、ノ'~j から 'ñJ まで勤定が運送される途中で、連i よ人グ);0.)たによっ

てそれが減たまえは段i-r~，L l::場介に問姐となる 不法理によれば、通;主人は、

子でにでのfLA免を負担して1" るが、いまどそのli'j臼権を取I-!JLていなvミ賢主vこ

" n山L aLつ60
行、llLnl(':wi'l; prnl(-C:，;も;crrr:cl :or Ihinl p汁 :it::，i

"ゆ5J ~ ミし 207. 2日 -26汁

~ 1 イギ 'JスI去にい与ところ0)存中干されたJEt:7;(Lransfl:rrC(~ !o:>，，) (/片品行である。

lc:lJ ;11:す:J'i(1-4:;[，] 4月九1



f キ'iス出におけ。:;r:. ~^~1';二回ヲゐ事:Z~，0 :N-壬 n 、 7 行為京佳の間十手 再市

'[ヒた訂古について、売守二;こtして、女引を子iう戸いいかえれば、売ム;土、足

時人t?1すて ruーに生じた損与につい亡、亥約トの請求揺を七つ、てし l一
、これは、そよからtァへと誌だされごもよい p さらに、売ょがこれタ訴ょlくヲる

こkも議慢r-;;:)こ ν も î~百 Fれ l王、/[~l:はこれの誌誌を強制されω これが、

'{:: 芸?日:!?1詰求。〉法躍であるυ 立flのような平安を解決するために、本法域内

考え方は拡張メれる可治性があるといっドl'''j (1:-~~k も￡るお)人

(ウ} 、 f ソの子1;[河がj行採するよみに、こ jリJ の?)~浬は部九、 ó<n 一重なりわう。

ま介、伝用ども、実質n~:，こは、記手j~グ〉詰求1室内禾:J拾を忠告:才11;~~r/-:s双果を

もてんしかし、少なくとも、 「ギリス人グ)口ド己みると、この結果(土、ロ統的

ない Li貯デ(I~J な梨'í:'j ト出陣論にぶって主技手 T るものではなく、尖かl'l~j な L誌

の宅誌の犬、めにによ;に'--!:i)認ti)t.，れる明約 1-.(J)必cisrによってr士m.，)れるものであ
J つ一

U 

アス U995J ~_; Aど 207 つめi

~ò6 つぎに、イギリ λa にいっこころのお転されたお 'f!; (Lr;~n<げr('G lo，-;s) の

場合を閉じpにij)':)トげる I!)ul， a~ 2G4-:2守6

王r、イ."r1)スj去におし通て、右岸工されたお肖が同誌と士るi話会は、 日明一(こ」
り、つぎのよう h 持ふi!、汽れ式。すーなおι、乏約言しじ、同(，(.土'士おには禄らなかっ
た損害の，:'慣を[[らの名古守、例外W0に詰ぷ 'Cよく、そして そのぶおに L，T 

凹殺された慣行見守1告を苦言涼;こ慣行主被〉ため三官Jこ世人的に叶(>.i"I.:I:-1"責f千カあ

るけ

つぎに、 イギγjスitにおいて、系主転弐すし:jC，;!;.炉問!巳lこな今川泊d二における

典主1例lよ、 i迂に、引ノ心J、により、ッミピ0).1:.う f 二月半 i九千三れたc すなわち、巾~'-t:lJ

にJ11 、運送人とその ~H::こ d コきうさ約を給結〕たが組'戸を彼ら J士かった売主の

喫約卜の惟刊行員5を紋コl:"J忠告にJ空コずるどいう万iJ、で解Lたされに 得:'

物 lli 逆寸ii'i~ \C <l l"'iage of 心的dsby Sf'2 A('t 1992)第2条により、齢化正券j:'，t

¥BiEs 0.:: L川in~: /ici. 18!j~;) C'} ~灸0) ~i:十字をすべて(/)奇心~]jll 券rhl，lj 八;ニ j:!げる

と1.-， _)万示で!拝l+':さ支え 。特筆すべきは、契利上の権利のfZワであって、

不法行為!の権利の発'[ではない点である

最後に、 ト川rコドイソの学説も、本{与のぶうな'/1茶;よ、移4、きjiた援主与がはq

tりはと金る L民主H7~ とほとんどH ヒ?品るが、最併には異土るとこそ〉があるじずる、

わ丸、前者においては、受右手者に牛じたi員Jどすなわち月l待J':{"人が辺三者¥.:.Aじ
たこ ζはな， 'が、従長におい ~C'(土、[づlJj見千?の民性券売土う請求するのか民王

が清求するのかという肉眼である。

二日社S7U'4S:J)4仁三 |日41
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lよ司 じりlf裁吋官;土、最i&に、主幹めよろな:jfj出について、 :9:'Ui]A!jな階段

を ~c_~みる J 

まず、治手話:))f.:めの1来日正効を1 つ契約~ _~ c.::る解TALは、 たイ、勺」、で t_~ 可能

であるかもしれないが、 .( :4-")ス7人では、口l廷ではないれイ平リスリ、では、約

凶?古河三ともに契約 r~è (，1'、法!:jiが ;;fL~15 のため l する契約を認めなし I ので、;;[:;

4朽門(の弔勺〉ためのi侭Jf二護書効 Jや;干Jイf伴干う主契!利iは止

同j澄巴 γど:しvてご汀t古半宇判iリlされfる乙でめろう〔

つぎに、第一計指詳詰〆k:こよるMi'先;よ心シ、追百7.'i，こ1，わって造百宇wi;----:;円
カ失"マさ寸られた，-;:益者のIめレこ請求することにと主る"しかし、遺774司行者は

そう'*主ないかも 1.Jないことから、その効夫;ょ制i;H三れ、主た、とくに 本

11"では、 Q~'執行者にも任命されていた渋告は白うよのγ~ t-iÍJ で請求!~ /いな告を

設議よ 1，;)わけはとcいことから、ての;¥JJ果はないl

(5) 山:t裁判宵;土、ヲドイF の4うな刊割につc'亡、休日付):すな鮮i央官試みだが、

てれがないとわかると、 (5)不法行為ffむな市 J~~: 試みふやそ円、つぎのよっ\，-

結論づけ之ひ。

t'i }u:ss V し品附ιtirsにおし、て Mεrrarrテ訓人伝F'Iよコ -(1);-:不され/よ

l)mωl!IJUe v 守1 1'叩IIS哨 i旦i'lを，tt~拠とした 刊常の泊三長寸、rJ行為σ請求権l土、

悦念ê，な向 ~B を市ik ~_ないここから 不適切Jごある J5らに 特別な状況がな

い限 ii、通用の l阜、DWぢえ!工、 jlrdlり i3，:・YHC)~{ rw (玉、す護士の受読者:.:..:tJ.t-~ 
京江グ)引〈217をIjーとさ γj争l-'" しかしたとえぞうであるとしても、 i去の欠肢を

;1:1めて不3を|巨|事ぐする放凶寸法十戸"J立するトどうかは、ソに|誌に門芦が応次与れ

といる問地である。!， j~:がって、本院は本{7のような事案 C は、 J!，し dtcy ByrJI': 

;;?:DIJをか員拠J--:LT~~_、図され h受有者に救出を trdlt-9むべきであふ υ すなわ九、

4hhーが7的存にふ1，る安ni/l出会け;土、法によって、意刈された会主主おにまで
位訴さ計るべ主にあるじどのようなJふ;長 ff かとしうと、ヰ ~ir-rい立 l隔も 7 「 7産士

;ごj，JL てJki 有 )/1，1.，;*もどないであろ斗 d、況にお v 、て、 1、設 f-:O)J韮火の約:~(.: L 

C.~ 国された退いを況なされゐ エ j:~さ上が台風nむこ予泊IJ ごきる〉ょうな受話

者である。 トア)dうなす誇一析の主主主者にiすdる責任は、主7におけるJIi却にが遺

百 Jf 内町 f' 首にうじ見交オしたが、室r=((í がそのまま校苫主たは jIJIT2-じた t，~~には、

lbu! 乱t266--?日7

~S lhιd. aL :':Gi-2G9 

l~sJ ;11:す:J'i(1-4::4; 45全



f キ'iス出におけ。:;r:. ~^~1';二回ヲゐ事:Z~，0 :N-壬 n 、 7 行為京佳の間十手 再市

もちろλ'1じなし"

(引 C川!手記判官i主、寸:-ii書士の逃言:行に交すする宣i干の引受けが';2税計にま

でもよ5nされると1J論つ(了。が、公益省のこりうる救済策かなげれば法の欠紋子

担めて小三をおぐ二円ができないJ.~ '."う'丈際問な桔市内t甲山のはかじl土、 U、的

なfð>以前{~白を松マ:て v てし ι なし~ぞのイtわ:: ~，、法的宇治他的理己を νミくつか

提ノT(lj日、

(a! 矢印i}~])批:j'r '，'.:' ~^ll'原口!からの受 Lt入れが子ぃ注目路は ilC， なし o

je芦古王手主枠符U，tr相夫とあるどのJI71.::rによゐ問題;工発生Lない(b! 

(c) Hl'dley By! 肘 J用品 1 のもと "C:.土、 fti+のづ 1':;:(，-;の妄1'1'~王、デ子三菱一上の遺

百 Jf に :C， する麦何 3子免除王たは t:II!:!する条:c;::が1r~書|とさ~-fi'の問の契約中lこ

t{ 11:すれば、もちろんそれに従うであろへー

(叫 んい1!tv β~)'rne J広氏 ~i 責任の1] 1 受~ -;により芸礎つn~ られるから、弁護

ーいま訓告んある作為こ司様;二、 :1，'，¥女あるィ、作為のために肯いを負 jであλうっ子

れゆえ、本fIの原，のl請求は必ずトされるべきであるけ

(e) !Jediry勾判。 l民HJのもとで発牛);6也矢の土J長におい亡、工、 f人い

請求寝込叶、法令均の;き求権と分知されるこ， 'ろ.r~け1 だけかり、問 1 ，j' ;J)食央のÞr'~;

情i立市徐されないい {fed!n Bケrn♂!阜WIのもとでは、専門家が則f干のJt*への責

任を負わな，'という珪[↑Hよみいだ!がたい、

(dXe):エ若下の克羽が必要ごあるが、役注するr

(6) 志刊のようと、ギキ:においては、際I凡なさ 1'9求。);~出lωh'\i i.!llはι ピ争し，29 :OI 

とド~) J/Jul. ，Jl 2ô~) 

日 [Browne-Wilkinson裁判官の賛成意見]本ト泌を県叩するべ主であるとす

る(ャ0.:.1"裁判官に賛日Ji:-.rる。とくレ二、 Hr'dicl' BV!'I1!: 1事件にJ札、てJ文求された責
任の引受けのj阜 "IJ の軒、]広から、絞告??二芯上 i土 i広告 i す~ )j 'Ci二泊義拐を公う k判

示うるへきである。そのJlIi1I1はこうであるー九id. aL 270--376 

ます、京f干の引'之けとは、 ;h守な玄干名Ci)') I受:r(:i:s;;n日ptiol1()f le ，~(l l liahilityJ 

とい与が、味ではなく、に事の主任の1):受 i了(日:，Ur:ljJUO，:01 1と5;Jonsil)11it，Y101 

lh:-. l出 ki ζv うコ H~~;ご主 JL

つぎ仁、イゴ:]ス況はも迅央ある言いr:，'f;，)宇田進一よるへとく または、純粋粁

斉m矢内治'1を臼浩一4るべく、し、かなる 般的会τ1;.:e ~'( fJjもAさな，'しかし
ながら、そのようとc注品義務は、ごJ-ii-':;守需に特別な関係があミ企 vyiift九 spe

cird ;'claしinnc;hip)、発F ずる 三じのような引J.l1;な|埼イ子、がn有すると子れうる事

二日社 S7 (l '4S3)4~_'>， |日l
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長飢えリ(土挙 1'"尽くされておら「、いま l' ヘコ~) 1'.フつの if-~長額引しか問らか i さ

れていない すなわち、(1)(言?で院係'){t:すするとき (afulllc:al"，y n'l~\Wll只日 p) 、

(2)誌であるか明らか{字予れている反骨が松戸干の iコ I~とや則コをい摂するーで iあろう

と、被工刀、-J;;.;-::.てい Q または知っているべきであると t'う状況に);いて、被LH

が自らの~~-，，~，-Cf:{ t~j (こl.~j0 したこきま止は専門本 c~: Lてのみi)=:;;:r長↑其~tc ，¥: 
芯、九あるごどちらの知，~J とも、(1)林~-~_; l' Iキが原山の同組 '1'日illLiffs礼rr日lrU
にかかわること hこ J り、ま丈は、 (2mti:~j 自身が J や、る、とを 1主択すること hこ

より、被告]]疹がその問題 Wwmat~引 L お"'てれ長ijJよるこしを|主内v引

き壬けるか会、ヱマ到な|主ff、が形Ij)::，~れ品。そしご、(1)の信れ関係から円高義務

が発牛する語剖に%3"ては その主任l主、主主台交i千告のわ討に対する院予与の現
実的信頼f 依存するのではなく、波;1(')fJぜがJく承知Jしてし iる、 l京;l!の正予済

的なt両足が被告そf干者のまえ務の;直切な履行い/1心される いう主でい依-.(T-t-~ 
の~<.." iちる さて、ノ、 ('1 ，'おいては、弁寸土 1 と id-， lX:!ミオ-1-_.，""主主首の ]~W 、法が出

奇:r'Ji.;務を認めるような:1+)'1j(;: ~j係はぬるの丈lミc 本件は、(1)にもほ)1こもあたらな

し"しくに、イ刊にお、、ては、 j了~!~二上 (;1 告 21 きれとそ"(;::;守に対して信任義務を

民ねな t"刀、しかし、弁設 hよ忍ドりされえ乏注者の経済的ごと川上EI常終にかか

わる問題[，111'Etkr!二23l"へjJ剥するーとや円一1-1<)に引主τJ:7ている j した

がって、意|引された受託名はしばしばその争突を:Il:りなし、から、先詰+を信教

するこ〆もできないが、 Lかし、1'1'1 こそ、況在存仕干る宇奈領主~! (( 1 X2}) ': 

治はするから、 i(，h斉t片手Jを回避する i二ど義務本 7E生長せる特別J(7)司(毛のおlたな
設型として認められるべさである。

結局、弁ぷ|の交通有にを]よる，凸義務を認めるためi.::工、その HJに特別な

関係が必要であるが、それを認めるとめの烹イ干と Lて、被告σの)古f汗下ηづ引什|卜J芸主わ2訂bけfσのJ 
Jみトが.l必/ス、安〈とや王め)i'り1、l沖中、片耐て Uの〕イ信~;i以r民46の)望安=↑件+:はよ不忌である、 と)しJ C 

受イf♂者ρの〉交占託占汁ι5に対 qる信イ訂T去務と心対I比とl ぶJりj、そう結己品白Jづゴ式¥';てし、る(，、ごあ2るL 
[仰Nol困aη 裁卒車判江司j宮の賛E成立意見iイ本、!乙訴{を王誌走去却l'す J令"い その町内はこハである

!!iid. a1 2D2--295 

被告が明約問係にある当ど住者 Lこ汁し亡契約卜()~:; L~在北裕士民っとともに 桜

山ウヅ1青山陶怜にない毒事 白;ニ討してId写内十王九一九土引7上主義務を員与ことが

あるハこれら 2つの式務以、れきに tゐ古(下の引受けに依拠宇むハ宇なおら、

市北グ)責任l工、岩'f.J0)材料:こより引き rづけらオ 契約条直によ i'Ji;i二められるが、

後品の貴子;立、活イL白Jに'[1~ ，~;: :f-T 1誌に若 r:， ;，ろとしている被iiJによりづ1t¥:Z 
けられ、 紋;よいぷ;ヌご:められる}しかし、このとき、絞J占がさ4約」第一打(
1，Jτ るlS'r イト免徐または杭]lQ j る主主]直子 i~ 人でさ。かこう刀といへ問止はおく

とL.Cも、契約のイTイ:ーおよび契約条厄が、 f，J1i1、cある不μ、fJ ノ;!:tuが被fTfに"
l!J1的にiL!求ずる高dlのl人"'(免除またはi:1j:iJょに、所長に院に:'する)どがある口

本件L二[止、そのぷうな囚離はなv、 宇なわち、通市のl主台、芦きを十円.ru三者

I"，J :1];す:J'i(1-4::2; 452 



f キ'iス出におけ。:;r:. ~^~1';二回ヲゐ事:Z~，0 :N-壬 n 、 7 行為京佳の間十手 再市

[Mustill裁判官の反対意見] "1山 lill裁河宵l土、!万 ;I!の 1自7売の法訟をなす 2

パ乃想定に対しし、疑問を=ーするυ

(1) 日「司、訴訟に;民 l方Lないこ jれば、{;!:、に1"1らかの誤りがあるに述、ない、

Jする想立は続ゎLい :rJ!tiÌJ すれば、原告の欠望は金銭円nG('(~:こよ h救出され

るべきであり、かっ、そのたま!d土汗議斗て恥ら支払わ九ゐベえにある、 とヲるttl

>Jーは疑わ川

¥f"，引1:1裁判官 J之、つぎのよ与(し， ") 

関 係告があるべきであった状捺よ;ル不利な状態にな 2だのは、すべて

被告の沼部(fa~lL)のせ"九あるとし L 、 I京 ihーの法的'~'停不'IJ または禄 ihーの法的

な義グサボト考l志する?となく、主主計C):iI:色訟のみ，~--l 張 l 〆亡も、 ~ 卜口ガスまた

はィ、7円4であ

げ) ;邑らを犯した専門必ずあるから、免責:ユ受け入れが~: 1，、とか、厳格、こ

H~千を負担させるべ与であるこする考スは、間tもがな

{ウ) 弁よ l.ï~{jj1i-;:s'省との if':J 立 l 迂反すること}より、 "i::i産省': ~ ~.~イ'tt lなけ

ればならない(~ qると、 18辺三のそIL音iJ:，旦産から、そして、議詳し f 耳告は

弁主 lか勺、卜l寄りの九訟をそけこることになゐr これは、疑いなくありうる帰

結仁あるが、しかL、当該争後における沼低卜の J目安注かふ、 ~-;[の小"-I~'~吉を牛

に吋する~;~約責イ1 が、弁目安 I'J) 交還者 J I、;ずるイサ;行為責1づ売排弘、してるJ

ヲる v こは、人為可にすぎるからであ品また、本位に特有の亨汚と、てiよ、

手子議一上こ交賞者。)f[j: O);!接叫ク)作変はこれ:J>-Iないはこ)iかった f士ゎ九 e

l' 三 jg 弓手ヂニ込言の見直 ~:，.-:::"-)\-， -C~云 L ていか 1 :_)ヅのノ七l土込三fiが守二良上

;二 Jl1寸の.~-~区 L. (_~ -::J vてm示した子治tをft釜 γぐいた。原山らが、彼;11-/)、m示
にもで1、義務ま隠1，するとも I乳→し、いなかったと寸る 1乙(よ、 lよかばかLいてと

Cあゐ、 ξうは lλっても、遺言設のョ111打完現に|唱して熟知し仕いイ止の1許ィHつ
な受;立音:j:必、快:j{J(.ニ救済されない弁いっといゐオ)Lt-cはない 介戸、主践的な

."案にそく Ll:.処到の方法)間一ιjる7詐尖やお択したどけであふ

結川 (~ofr 裁日宵7子、 交売名古一買っJぺおよび汚ーをまったど切 lコなか 1 た
場合i こも、 j:~さ上の引受けをー♂めとこど[ょ:; )'主忠義務を「花めたのに対し亡、

目。Llll];ふ汁下:f:1:-， )ドitOJ特殊な事情に片口して、存去十円出 1 ，Cそ;-)'そ遺伝的伝

言訟を認める?とによ ;'i)-1玄義務や認めたのである〈

22 1L山L aLつii-2'i8 

'，:-: Jbid ηL 27メ ィキ判所がイ\~)、行為に主t;-:5< ~j司在日E↑究を認めωFUぺ:) ~土、 i王子長 1昼

夜:'_."1ヤ 1___ 1.:，汚(;\を主者f立するここにあるのであって、 ~ã ;~キ懲罰する二と J ごある

Uj ずはな'~'" ') 

二日社S7(l'4SJ4にi |日l



サ屯ノ ι 

みだすべく、小法行為j:F，:(土曲解されるくさであるとたべコすく話えることは慎み

たい件

(2) í1)の組定が肯定され之}としても、批済的Jjζi ;Ji~ は不i:f.;~T:九?':!汁 F 士礎ッけら

れなければならない、シ f~Z) 布、.~も妓わしい)

)..1 usüll 裁、山宵{土、じolム裁判j宮と|ぺ除、契約fffl泊 i ら A~ 察 v たうえで、それ

が不、担tIJとわかると、不iL~1，'1ち責任を考察する{

i7'l \~約買 11"については、 (いfi:tx' 子i 官ど同除、 -ð~:l刈された号王立者が角身

内呂前で j了活上とのす恨の梨1l:! i':~関係を実現さ円子るよ 7 話"，ずる方法少、追百

昔の契約 hn請求権を透;m~j 公わち涯 4~rr 苔がイ{更して x:読者のためにJ[i~

ぜ /t奇確保して t~t，寸する方/l、青牧"寸する

la) ロ'J者(ついては、イギリスけ;は治 省0)/:めにする'7::約を認めない

こと、そして、ィ γりス法が第 計のために「る一%約を 3めると ~'-c も、退口

者小崇「!パリ全百五に与去ょうこしたものは、泣j)JU)千リ授であっ亡、 fi'-議ートの泣

百作成の約T.k:{i')利益ではない:と、 うム子?'，己すゐ1三、

Ib) i走者についとは、 社「れlf 「移転されf損dご」の概j合:に頬1LJ，':; 

るが、熟l宇すれば、それではないとして、併ラEずる 1 というのは、「修中二され

たJ員害 J J、n史念に計v ては， 1つσ、m害/戸前害者(a¥三苔 I かり3吉本者 (〆百世
話 j に t!(iÍ'J~ ，~ i 1.ぷのであるが、何?では、受込苔が被る士見青とj宣言さが被る組

出はラヰなり、二九らを同じくR之、HJ疋うことは tt約百f干のかつぐない:J，~:"の j，'

iJFをもたらすか， ，でp，る戸
与らに、 l移転された損害 Jの概念を認めた乙干ろ、、原告をおJける干とに

(ニなよ J なし\という (j~ 三、尽には自ら訴えるための訴訟原民主慌告しているか

らであL

{引ぞこにI\iu:， ~ill 裁川宵は、不法行為責任の成台を検市する「

I'i 主寸、いままじの判例のJ:!!院や確認)たうえご、新組型な;，'し;#11しI、

民IJ;;l~ をこにつけくわ ， lc，ことができみかどうかふ検討 r.なければならな 槙

】す j一るヂd;刊の[1;){;六、としては、 IJ，川町州川"StrJP刊 S間判決ではなく、 .HrJdlρ¥' 

bynw'rJiたであるべきぜあること v うのは、 Dι!1L{)，!{!W{!V. S{t'L'ensr!l1 llJ決と Hcrt

')~I Jbul. cll 272 ~7D 

ω lbu!， at 28(1--281 

')(; lhul. aL :':81-282 

1""1 '11:す:J'i(l'4:;O] 4日)



f キ'iス出におけ。:;r:. ~^~1';二回ヲゐ事:Z~，0 :N-壬 n 、 7 行為京佳の間十手 再市

山 Ehi町 lUi'叉と{土、半えさがかけ隠れているか九であり、また、解決の);法ちか

f計11てvミる刀りごある すなわち 11:;:(:"にお v' 、は、主任の有-11;~ ~ょ客在主的な

当事話 WJの{ì:~ 泣(て)OSlllG リによ r ，判断され、外からJ't判所i-}芦 f を訴され

h が、後背:二口、吋{之、貝11の有併は当ヲ干fが 清い:'k択"ーと純Ueな当事ず「問

。)関係lこより判断され、 i勾から当事長によ J 責iL0{![まι たという速いがある「

ibJ そしご、 f{， d川品川U判決かん 0:特別な関係(spl' cia~ 1'('叫 10:

shipl J、にひ「干HL!性 hlll;l1?EI).'/:J、必「資イro)づ受け{1l11d:T1バ1明 of1 叶!oれ

さ1~)l 町) J、:1'"I信0"t，1> ピJ:~， nc i:')J の 4つの'i.!'h (th"':ll出 l を枚目する}

:¥iu山1I!哉'1雪i土、品川Il'vHl'f!幻， '[:I;iたいおける、これらの 4ワ円安案内:11i毛

につしミ C 、/~主 (j) ようにとム去る 1

まず、 'J~'\，-" ，~コいて、被告 2 原告の問に 特君!な関係」があれば、後告よ忍告

の間に「特別士義務¥;土門義が;'J が生 t るが、 I~c寺山!な関係 J はうf約~係と信

f千関係に限られないこ

そして、三 河ILV， ~ r/) ~b.:-訴が、 i) 特別な関係」の判|市山中 L、ごある そ

こで、「材育也」の庄川、を説CJIしておく任、被告κ!忠告の両方が、規約までv号

\~ -i-' らない -!l~利数似のj[i(i)[ないし|割供におし hて、杭抑的な f1: ;;;'U を思た Jたとい

っ二とである その取引金いし関伊、とは、号J4J議似のものぜあるが、ろさ約その

ものではな，' 契約がないから、いいかえれば、約|引がなv叩ら、被i与に債務

を履行fる誌詩は月一じないが、うと約類似の取引ないし河係があわから、被告が

;]{;I]キら求め c，九た事杭を履行すると選以 tるのであれば、被;11にi土景品潟か

生じるコ

マプて、 i¥三の禄;:j-::;~-;'，(7) :bJ (I)開訴が、 'x' I ~ξ~-r-(7)づ1;をけJ を峡 ν どγ。

!fedl::y f1ynu宇奈ずは、抗告(1.-!託告の問の司係iJ双ちl，jJ仰で;:p-;，，， て、それが?

のようじ百江主されたかとし ιうこ、 んで、 l京fが f原 l の取引告げ lを介して)

被告に、被i:J-;i1f :が専門業務(包!TI訓有】イト底切に慣れする rあろうとイ口献し

1 原f が上司リ::})珂始伊予定していナブバ十の{日羽のし台余γLてお')、他

方守、被告は(京、i;-(!!取引銀1;を介LてiI点告!こ、日J7iこ:，1:，;tごFil主主している

この波と l点 i:~rO) むの|党行、ヵヘ被 tli がí:~~;コ古川、求めりれた事杭を定行 jる際、こ

~r午 ff-;] な注起す! J!、う弘、:';~義治ふ引弐交じ「たこと奇 7]、 9 ようなもの1いあるこ主

、被告は日イTを民わなければならない刈

lbu!. at 283 

")S lhul. aL :':8i-288 
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(0) をして、 .tvlUSi.lll裁判官;土、これらの叫去をJ高mして、弁4一上。〕ι立
;宗門に対寸るは立義務を導く干乙引じきるトどうかを判断寸る J

まず、;2iS:伍が主主 7号fJl体的場ィ子、すなわち、'~需何件がi霊~の意忌;ニおろ

小比三手灯台;をさえも古川らなか);(渇きを検討 Fる Jr惑吉団体レ甘設土の問

lこは、特別のi羽係がイ引っ〈された古跡はない「そく書1111本は、 Hもしにいないー議

;!;IJJ判、i土、介護士に込百を;IU2:、するよっに鋤きがけ tもいないし、弁護士がト

「に入:2:に澄~-~:尽をすると下 iUIJ して向己の行部! ~t-i:);.定してもいなv. ¥三¥7冨普

団体ζ 弁護上の伺には、桁互の問符が存在Lな、ミ 弁護ょが11己の35扮を;茎1;

L 、漬7T 者がJ青を作成し、かつ、それを交史，~"，z主ければ、慈善rn体 l'利誌を
1号ふ乙い ;T~毛のみにより治ii びつけられt おり、通 ih' の.，~-阪での司係}よ王った

( {Tιしないそ Lてまた、 1弁設 lの惑菩:'T:{~三に対するi'l:í'" のづ:.~けもなし、O

F了1至上は、 fよ百7円に士 'jては、仕事σ)iJ;そ!')~-いうロ刷、におい亡造ロ作品の，!"

務を引セ r立I;--C;[3り、それによ i:;買切に辻;--j'{!f-=BtU)業務をL主'hする江、lιなTfノ千

を引き受けているが、;拍し、主主 111 体のため l 必需:，;11干 (，，~M 1.て Mかをわう

ことを引き受け土わ!j--CU.:なく 怒苦団14;へのiU婚は込三者の指示乃なかの l

ワ (/jY イニムであるにす i'ç ，~ し、か乞である Ll: 刀、って、 HcdlしU' By判 u!示只IJを

宿泊 L，-C; ::t 、寸てを一切〉慈苦I山本に対する責任を自 j-t:するーと lz で，~ ;，~:"へ

つぎに、本引の鳩合ぞ検 lすする 本f: には、 i産常にはな~，':f-H設がある テ:戸て

土 c~:ill三者シ受j立者!手、却jらぬ音〉うしではな刀4 コf'c ぷ乙音は、家長会誌で

l' 1 ~. P 2に遣阿)-'1-Z，旨の意空をでて J てν、ズ:一、遺言。)作り声:しを被;11;こ指不す

るUC)出話連終を P :.::頼んでいた υ そして P:ょ、被告と述終をと I1、被告

と遺寸どの出ネーの実J;~ にほ}J !，ぐいと iこれらの特別の事十古から、被(l!と原

告の問 L 、特別な認係を認でして、 J京告に有利な判Y売を ~-'-9):r能性もあ f ナヲ

しかし、本件におし、ては、 --8，して、 般的な i-'意義務つYJiめられるか、また

は まったくは立義務:ょ認められないか、とゾ寸争い方がなきれ ζ主だの C、

村引の事出とね引な院係から、原(111-右手jなllJi:，~' ;，~-~十すことはん述切であるハ

'9 1/)ul. at 289 

J(I lhιd， aL :':01-292 
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[参考]

人身松古 計斉拐さた

泊先ある
f)，m，)!!Uf' 1ん Stct'en~fm

右h:iY}う

ノ乍ぬまには不作為 N(;.';s L"，じallnters，1 ¥ "f1I!v 1'， j0l1:?S 

if]丈あゐ
11('(/!CY brrtU' 

表不まとJよJド表不

瓜学 言呈

H iu!c 1'. !rm{!s t告訴審判決伎に公表された KilBd:-kcl訴仰の山支を有1f:~ Jv "( 

おく斗こ j】;土、ち主?どまなrJl胞の笠珂なL叶，F/i-明会ぷみる翰止と3了間む浮ょう 4

B社内川淀川は、 rU!SSや lThileのような事実におし!て、 '1詑な前日tJALては、

不当利得返還法h ぷ;;丘医さ九/:日目7をつたir，るl研社、史的ii¥]企ij可決、不法仁

品による解決の 3つがあると 1る。

不吉和JI寺寸号法r去、lよ1)自ばされた日"与か'!iわする解決と lては、っさの

ゾ「のものがある。

f判事日二、潰言者 Cr){-(::~人か実:崇cっそ漬者か lっそJ量分を取り lえー亡、役

カ自発;':'~に烹 l叫されたJ壬征昔にþ\言 L] し I白 j 方μ、である c

{引 第 2iご、失望させられた乏主主首がi官Jノ，-実品、のぞ:返首から受ュ塁分を日

復γる Fらi.i;-Cあ1.)( 

{ウ) 泊U/J;:去とも、青凶された J芝説話グ)，1、斗なね7か捕われて、 1也む、意凶

されなか J 子二党名在者 cつ不当な利得つ;-~ゎ i! る、 という和J.#っーある夕、欠 LI、もあ

る。すなわち、 1つに;三、遺寸話。Ji量産がぶ吏::~土足 '1 人 1:jt; 1)向けられな埼イ?

を 111t押す ζ 二 Jては;テきふが、辿三者のJ品川 1ì~'減少 L :t?均台を処 I~するこ}はで

さなし Aこと、 2てすには、 j告疋;が引j人にわ{:'J市]げられた場合;をり疋Lてみても、

立 [~J された受"主計に。る不当手'1得返還語、まとや認めると、 ~JB-U、グ) ~-~的え迂成で

さなくなること、 !つには、邑刈ミれなかコた実際の J主萱者の{日開会保殺する

必訟があること、 Aつには、官図されたそ三時計によゐ不当利得返還詰>](を万め

ると、弁護+i土王子ー家jc;:準の淫反による個人rti+を担わなくなるため、す諒一上

l 古川];:¥;-¥l9q4; 14円jL日 1:17 

fqAOW LJPlγr:ussLO、Priyirv(Aじ011tt日'"じu，:traclSfG~ 児 Beoefil of Th:n: Par 

lic出〔↓998;。ジ[，1'<1.7.2/1 
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l二i'l-::苦渋く漬ア7を作江主寸ること¥のiJ;凶 (inccnUvc;がなくなる二とであ乙。

(2) 契約i'I~な印日子，.は、 J ざの~ ~~)のものがある

{ヨヰ 治 I に、ミ:約省の~nL2' を 1ミ;間ι)'(，口正j なもの (-~-EQ るのではな\， _+.Rl! 

U吉本質的なものも f-;-めて、受*，苛に詰ふさ廿42 万~)、である 法y干のド]場 f~/:主が

全体去して減少し Eいなげれば、，聖iずのうf配んv去が潰誌の烹i叶とi主つ -(1.，ιlご

も、 立ョjpfはjH害4放つどいないと考えるべきごはなく、返百苛は円 J1'のおこ

う首に .~.r同日すみ J: し、主主|えを'-:z~J~ する l'!s/)( 岳要な企領のおう5売設.，ているJ与

えゐへきである}その利点は、 1つには、忘図され介が失望三せりれよ支持1円

の期待0)友夫を賠償'dることがマえること、 2つには、意科されなかりた究院?

の乏が i':;'C){言刷会保護することがときる?と、 1つには、 11'譲 1が不注げ;こ遺

了?を作成するこどへのが]止¥eJじLcrr::')(じ となるこレなとがある)その欠点l土、

追百7ハヲ1';JIf1八古川dUを将ら九たとしても、受話官、こ I~2nヲに泊ワし古ずとは

必ずLも限らな， ，ことでめる

{引 第 2 仁、第一省 l 契約ヒσ~~，吉本オ幸子与ぐるり法プ〉、ある詰心、第

昔のfめに 4一己契約のモデルそのものに、木件のよろな主;揺はあ F らない そ

こで、第 おのための1'[，芯対を作与契約cっそデルを、ノド刊のよう在寺実に剥;jj

する F とがで主るかイ.

B :1 ~'ket 北部がこれか戸、dーする担 I↑1(土、 コさのとおりである 1ノには、格

者の式めの保護効を{十う契約はたイ Jボリ、行為訟の不峠を起J原と Lて発成し

イギ'iスィ、まh為法は d--C:'二本f?のJうな事案:':::::1.1耳を

2 -'_>:，こは、ぅ呆7事~~Jを受ける受話朽の :ffi闘を決j-tすることが!l'J

稚であることがある p さらに、つぎのような 般的な州凡ちかめる。不法行為か

てきた渋巡であるが、

tjスてしるごと

1:-: : 1;; kt r ~t品目::J は、 (3)の解決 f どもに、 (2汐1の角;;1'立をた認すω。吊{去に注べf

欠点にだ:ては、通"，;，'C')場合 iよ、返百:行グ)1Ulf 人 iよ支否、立に鴻ワ 1..-/:白ーす~['あろ

うし、重要な山は、完了:--#(，1) 代坪人(王、;~-~三宇;に l青射すると，.-，う巧77者(/)者刊

の実i克のために J~誌を j当事、したのごあるかり(訴訟をする芸符はないにもかか

わら打、訴訟{成功すれば、治 主に附守芭て7，Ii寸主の意同会実現させ

なi，j 11よなムなし¥と寸る j

11 そ，i)'ι1'1:立、 1 1給付近技 (Lctst :lllgsnäl江戸 cxi~nitJ oi: pc rIor ElJ.~èCC) 、活史

約!の前十t者はなき 者号以議するにつきイ11:らかの手IJ右手を右すふこし

契れ締結llf}二位務省仁j[られていることである Bn)x.Allcemei肘 sSchul 

dγ山 III(3υ.-¥ ;[1.， 20し)/1). ~.3.3 lUnr. :3 E手引出n
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f キ'iス出におけ。:;r:. ~^~1';二回ヲゐ事:Z~，0 :N-壬 n 、 7 行為京佳の間十手 再市

らタi約へと 1'1分相十るという)と[工、 ココン・ローの世界における王室!?::な|メ力、

を不「河確にするとい 7ことになる υ その主要なl-;{l]~ とは、!平告:こ利投か Ij える

3 なわち，Ip:-; I i-:"'~夜行手伝供づる約 ilのJÆ:反から '1 じる責がり契約J' と‘以!

を除〈 l主告を斉宇るまナヲhi?[l主告をたでさける遣し}、なれぬから生じる京i工不

法行為 jJ 己じっ ]x うj である -T~うJ 類を j尚じて得られる問問、i';!:J i土利点が概念的な

国津やザJ+寸ることによる欠"を汝駕する刀、どうかは、険計三れる Jミ失問題

戸cある vかL、京↑Tのような事実にむし 1て、 {;(j 者に 1，"約 の十年ぷ1"批大す

るとめには、それを:主主主する羽詰が必安 C-，;P-iるが、いまのエころ、その上う右

なく日まならな 1 必d::z才T，ú~ !_弘、つ

(3j 最徒に、 Il;;1-1、刊誌HIDr1、不i'LiJ 為による前川司;、主切であふと結論ヴ ~-j !~ ( 

ま「、その利点は、主、われ j'則待を日音波する日自)I勺行15;，J冥準:ht:'作持するロザJ

と!こ地入こ炉である >Lたうえと、 コ-::";1! ，.:;:ろに珂]111つ!jと〉

間期待.f1J援にう v川、投û責任により 1~~ø:善ラる F こが認められ之が、品

t己責任じより保全することはぷめられるか、税'illJ主主~.~ ~~寸る不法行為 l 基づ

く J員 B'R苦悩;i1-1 を認める λ èOi'こは、紋告\，:/ι なるィ、詐 ，ið~ よりもで'; 1. -'l"Jかが必

'~であるっこ ωょう士活J市り法引に照らむ工、三トれのよ λ な半可、にお v、亡、後

:!?許可隼士は、収引の企容 そごから受読者カキ11子正を則侍!、いるごと

y-'!;;:::っており、かつ、取引のE的 ぞれ F:2:.f，占長に事j託子，)守するここ i

あるこ; を知つぐいる、〉いう主主を子百九lするこ 1がときるのいいかえ

ると、そのような通亡のj全日1[¥二月示、ム::1ぱ、左門のよう己主jんノ4におし，--r、彼;Il弁

:書士は、損害をヲき起こす二三十 8l~-S;iこ，'21:~:，{1 ~たわけごはなし叶言、通 l のュ己丈

の事案ぷ什も抗l古が:1 き起ニさないよう陀占深くある、こい"，事実f~可J詰ヲる

こkができるベ政丈イ、， 1、了J為，)、の J巾詰;之、このような考え方を芦護士h受話

名の|白!の l辺抜目、p，oλ1:lEl:;: /のt'"度が強II、なしl'は、被-;1i-(7)行為は;j:;11
に「烹ェr-rかつl官接幻号外4; (cksc a川 dircctdf('ct! をI_jえると女王け Z，

ィ、定~な 7主将 äの概念;ご j，J :.，て甚tl'1)もあろうが、こんにちでは、それはι、い

4えのような椛怠でおりいそのもとl;むif7Er.一〉茶呼が特定の状114:対処¥:-¥通ゐ

かり、その批判は涜切"e~;をし

l この TIid汗 rI~i持制}の論述は、そのような士山丈Lない L れ古の抗議があれ bZ、垣

市のド、引に l'うとんなる不注主よりも悪しゅilかがあるこ 1 うことになる、とい

うTT昧てあると秩授するつ

二日社S7U'44:J)44三 |はl
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，十2

'--~， "- lk:.rl~cr "副市は、本-:"!のような事業。):ffj泌をiji約の:ffj九lととらえる必

要はなしとする珂}ω;e;d~，ベる U すなわた、不i1ゴ J 為法を拡伝 L "Cf，IJi与引JEFを深

訂正γ る j~:ふうに、投書公什うら過尖泣 ftへとそ的存度を~-(fるのであれば てーの

根拠が同われなければならないれでもそも、なげ、そのむかじ、"文科、要件が立、

佐とされたか その理由がJ亘徳的なもので，F，μ(之、過失責F_v)E5:長にほ慎重に

なら主るをパなl人 しかし、ト寸断をは'Þ 包セるわ為と L寸断の士官);~ ~;ト妨害するイマ

x-~ ，1 で道他rJな i主\'，はないかム、 14IJ者 :'，~i_n，，-;ご 遺 fんが資 1づ成ウ l ついて遭f.~!

n~ 合主主J~l として i 分であれば、徒計においてち、しかりである}

(引 鼠烹要.(，;-から近矢妄汁へと引度を l':アた小法行為に主主づき、煎待判長

の柏市責任予広範にl立めることは、 11111市場における事;Jnliは'，，1ιな責任主負

担することにな:1、そのことはさ出動'1'を韮苫さ4るここになる、と!)'e判され

るが、てのようとc河~が生じない本刊の事案にお L 通て l土、古立急を lと件とずる必

要はないよとになるこ本11において、被F7i土、，f#I )J~ ~， ;~な稿 IJl:(1)人々 にヌ干しご責

fIを負うことはなく、校Lヰ主l到の人々に対してHうiとどまり、

以、その行l~:j干にはそのへ々がt甘かを持，"":)亡しるのごある u

Lかも、被;i1

{ウ) 弁~lLIの潰言者とのIAl(/)与さ約 l土、弁~t 1 がイ、ìJ.::R~1ニ行動したがどうか

を許制1けるために、草委託流1;)，]手持fドヲ之iが、 -1f目安士グ)受寺井者:こ対する青1干の

tJ{，如上、弁日立 I:U身が三必!!;におJ~占ふ守えるれ夜を l とことにあぷのではなく、

弁護士の〆丁助が誤っといえこ lにあるのであるr

l持信前!t~: 什 i土イ、 ~~-c ある c 号 i1， 1土、お釣を ';)d控寸7" ，':とによ"解決すべ

しと?る苓去にヲきすられた要件であるう、らである U

日出 l、げ，，1;制的論説をま;めておこう。-/)で、契約的な解決えや疋するが

I(i RíH~;.十行おぶ\}'!í)寺田。

S，d rrJ)lld 8，.， I吋 ustoc:oc: the ;.aw ()f ':'ons. pp. ::::Ol..~Ohl:よ、つぎのよう~--~ ，う

i:f:.;官五:f:;:n布告、を判断する恭平は、こんiこちぐは、複奴ある 子戸川熊刊
行on::'si，，;-r.t)、16思 (reliar:cel、?責奇イ任工グの】3ヤそそ走け し¥a芯臼S凱山1Iη"P凶tio:-!of : i口"b刷!け1I川t匂3ア?叶j八、 j近5:J弘詰

i性目性t¥市pよ O恥λI凶11:、1山、心)入、 l ド主奇ミ的か，つJパfT2浬立的 μ川II目川S引l η{ω;υrc叫a山N同o叩〉

で品るベ|拝人;虫剤1:土、合開:tJ1~見可能怜とし ν 述、スりれるごとがあり、また、

五二校ν!といいかえ九れることちあるが、そク)ふi身は隠|床ーもあると Lて批判Jされ

Cいる 1E本的には よと J'~':生は、戸主瓦務のイJιを品定すと〉きの.:þ>li1jを説 C!j

ヲるとめの便利な表現といろに尽きものであって、 1主主義務の会子、を決 Eヲる

ための要何じはないこ

l自fi.l :11:す:J'i(1-444; 44全
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2:な以巴として、ラ'U/0と小法行為の吠念午p;，;ベ)f"をふ、定するほどグ〉重!?::な岨論

iよいまのとごろ存イt~ないからごあるとする U これは、 mt五[んならのにとどま

合理LL:ツけといえ ζう 1阻んに不法行為に 4る解TAL在肯定1る主公なJ1I!IiJと

じて、;重七(主、 J;'，'，j'たィ、u:q"Jうとうu、lより、込;;"J主侵害{ヌハfを滅多、さ廿る'{ri主i対
してj は保返されるが、結t.I;'初主主fせ古 ntィー庄のi百』l を妨τする行為に対して)
~;: -{i:烹呂才しな¥'としたうえ、、そのい)):Jに道徳川;会珂1::はないから、 jii~た麦任

を虻日すべきごある Jする しかL、(;l'して、 こ〉いえるσjであろう刀~

Karl吋 r~品目 11 は、その罰法己を L て lヨらず、感'~-L に訴える Jことどまってし J ゐ口とご

~定 '.0 と期待tlJ""1是主の|ぺ}j:Jf;主党I[ した位:史的 H:~ 却を検苦い~ /~.k i. tればなよ長， ， 

じあろう叶ノ〉鼠のさZ;~ としたい

1V.契約(第三者の権利)法 (1999年)

;主体妥民公によふ、協議訂以第121~;. ::19914)4と、税"害事242日iJS%年j品

工、 t打 者の権利を認めるべく従己 L/:が、役者i:)、赤'jL-:'"丈珂し土、明約(市

-J;ぐっ塔手lij 法け9U01:?) (J:~ t、氏(1999年)というJlZ、寺4*'0(~よる第

日ーの f併 I[ を認めるに会川た 1九 ú、:，999年j が第三者のために寸る 11T約を1'\.ff.~，

[たここ予 't些 3せられた受託省内判例 Jよ j~;'警告〉芝けるの J あろうか

-1，山v 仁川LEllS:;j()、 Pri、iLVor Cfllllra~~è: Co:;lrncls ro;， ~;;(也、ndil ~Jf Th;n~ I'al 

tlεs (1991，:' ~hεrei-'-13f~ぜr reft f1 ει~O aさConsultatioCll-'ape!¥0，1日1J 

Jバ:日¥yC()n:l川只sio;;.PriviLv {)f Cλ}η1 ，礼("~_: Co， lrnCl只 fo: し;，vDじlldilnf Th;ro PHl 

ties (1州、ノ hel"ejc;af:.erj"d刊 re(:TJi OlS f~eporl NO. L4:::] 

'"契約\;むこ話。〉権利 )i云 (~999~' Di;:長の士嬰な部/)tとその.?D局、をおげてよヨくこ

“:>ii宗111or :hird p日r(yυ、(-nlo;'('¥打llllj汁rC¥l九1krn 

L (: I Sur)je，'l t() the prov:sions ()f (r:iぉ i¥Cl，a perso口 w 、。，日 '(l~ a pμrtv to a 

Cりnlrncl(;:; "lbird P2d"l)""↓l!ay Ü~ 11 宍C\V!~ ri.d~ ，- cn.::orcc a '-crn， 0f ~hc じon

uι¥Clげ

la) chc con:，:-ac:， CXP:-C'日::;~、 providcs LhaL h::， :11.1y， or 

i b I :->u -').1引i↑0:->'11;おぞctl(W 汚 Llw tぞl'T'1;JlIljJ(;r:_:-> tけ COllft' 1" a bel同 [ifUll 

hir.l 

1，2) 父11:ht C l H)γi : 1 ， : 0 ~ (;υfぉ jl¥jl;-:ppiy i r OP ;' ~);.()pt 'r l'ハi;:-;I;-lll~[ ion () i 1I、i

~~O Il T， l 乱 ct 1t appe三f討t七三11.、" pU~it;S di{~ 1l0T， ~口[ぞ ncl tι仏 re，r.lYJつeen 

[orCCaru' bぅlh，;はlirdジ"，rlル吋

二日社57(1-443)44_';' IJiGj 
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可l~;;":1j引っ号 (1990イ1")(土、ずでl、つ苫のよろ lこ結[布づけてし ιる。すなわた、

う|口|の l 主主の長案 lこは、巡:仁ある i~ 百 fi 江主のぬ合U:k"まれな U 第三rの
ためにする契約そのものには、過失ある遺 ~'ff.;&的場つはあたらない o 

kい 7のは、合1干均な注ヲを Jてく jー〉いっπ;主土の「ソヲ示ま;t:-(工黙示の約束は、

それによって弁護-が市-Jit 二府j誌を与える百五宵を↑f する ~r;wではな ν叶通りで

ある{己、 (1999年i お 1条約d辺部/，，'，むL むじろ、それに4っ、 ji¥窒士が辺

者干して引 主に利益奇与えることそ"1詑にさ寸j品約ポであるからである。

第 1Tに討しご手1I誌を 7える約束 (2.p:"u:lli'ot:' tu cun~erι\ benefi十cn 十hirゴ

pat 、)と、おこ主にこ勺て+Ij~正になる約坂口 Inomisc of肘 ne，iitL0 a l己lιd
P Ol rty) 土、卜斗~li\i伊ス日1;~:S;れ l) ."(誌であふからである J

訓告の2-12当 r1991)イ1'-) ，~，土、さ(， i，，~ つぎのよ λ に町、与 iniiρ1¥ Im!!!Sが、

将 ~(q)受読者のj勺説土に士J す心辺うこ不法れおの詰 t権をワえピの f、公ょι と rl-、

〈見われる泣汚を主i;~1， -9 るために、今凶(1) i:~Z tfを拡仮しなし「ればならないほど

メしせまった実i君主{9な必iI引 1;'われわれ r-'省ノl は感!なし r

しかし 訓告者は、実、工、つぎの上うに考えてい令。 方で、過失あるiS乙

作成ぐっ場合 i之、 /7むの改革クJ刻程からははずれるが、 ~llih で、開論上(二、持ホ

の乏拒否1/;権利は、 T、以hAの -:;~J 主1: iJもむ J Y1計約の-:;~J 主(こ i~切に '}''-I~' iÄする

とヲる与えが好ましし A 来日σJ;言党〈号制:出iつ:jゐこと i上、契約構成をとらずに、

不iJ、行為惇hX>l'穴るとする任、不刊品と純粋径約損失の同JillをY!1jA~，な{了れ IJ

ならなくなり、とても雅しいハ アり;二、 祈hιfι 1'.JO付与がお来グ)'-:，{:自主f}にλ、不:1

な判決や下しマいたなら、われわれ〔報ι:(:，)ょ、寸ー|口iの の':l)な改革の外iこ

「ヌ1約条項を::Lh:':;1jするための第 省の権利

1. (1) 本i)~l去のた丈に，{ぃ、間約に討しと当'jl者で(立ない者(倍 音J)

l自7.1

lよ、 nーの場合、 11らの権利において、契約の条項を己主主りすることが
づ、奇心

1111 その恕約が、彼;0ゴ三ピ約の条J去を弘、収宇ゐこ/ができる L 明不iこ規

主主LてL る場介、 または、

i b I ;';(~:，f: :'.!ぶ従い、その f契約の1 条 l白刀、 1，~に利投 1-: ~j える也九J を有?

る場台n

(2) l'l'L、持品5の適切な解釈におし ι 亡、条項，y;:信者(こ73引きれむ j
主宰省が日、ドj ていなかうたように契約がみえる場合 iこは、第'1:現執

1];'，号は滴i召さ才しないハ J

，11;す:J'i(1-442; 442 
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H目的法規定をおしε 仁将来的主主主缶に l高生ある弁長一上を契約i主反で訴求する権

利を 'jえるごとゆ只奇1:二五;'1向ii(~たでめろう、そのよつな '!J- 足;し/)J 要な根拠と

いえ法、;2iS:伍に位求権イト守えることが、弁日庁十~c)iñ 寸話とのがdUJのあと}約

束(ì~i0[Eわあゐ約東 上って主主じ丈一比百寺の;tFでの:主エ売を保証「るnp の万
法であるからであるーしかし、 Wh川 C.j01lcsぱ将来の是主主芸に千j示:1な判決を

下 L "Cいる{ワご、そのよろな法J1!乙 r/)'-)'-:-際~!()~日、安川宇;止最初からけ0f;され l い

るのであるlぺ

V.近日寺の学説

¥fich;:¥(.: FuT肘 l州括管救援は、

をつぎのように分析「るR 、

1rl!ilc 1). 1，υl!CSと法日目的{;".) 治 1条のl司全長

法律委民会l士、 i1、:1999年}およ守ミU)蜘2))民lただし雪之)によ〉亡ぶ"lcあ

ノョ j宣言 fF脱出場 {t(-~ お}ふ〆ョ第 主の権担J;~:.た l己するであろ与とヂドLは予想lて

いλが、 ヲて;17勺二以、当日 "J宮市~，'岩 /本文) いよ〆 J ご百 hiip1/. ]rJl!{'S 主主f~型を

前日、すると混れしたc これにより、法律委員会;王、第 訂:ニ権利を与える認~'J

沖約結されたJ品{?- (f~~( [}岨2i¥:a':すI ではなく、第三者のがj詳のために明約が前

粘ちれた場合 L治':I tlft菜、h"う'5"; には、その主主ー苔の権利jキ台定するために、持ミ

11 iJ;耳帝 l号(本心をi色町するこ〉によ η 亡 記l宋滑川]頁{ただL告さ}を

話、t、だ寸どを長けた二とになるゾすなわち、契約の意忌を肯王室-;J-2~， )~W! (た

だL古川;よ e 第三巧の契利;白書:1の権利を排除一じ与る月苅:1限の免許状として機

能すべきではなし斗 v うよととある、

それはさ tおき、 l1'lIite t¥ lonesいおける原告の弘木1を第{l;;M第 υJりでやや

J主凹 I~Iこ排除したよ λ に、法 (19ωn :;f~ 1条(/)正門的沼;国はまうたく取りlE

入なものご;主主 ここれま、第三者に利低i.~j える辿 iY を有する契約!こ。読

者にこッご現実のflj主主手口は;'j;!イ町Jなぷl丘まになる契約書、同引 1，て述用ずる

と1.-， _) ~自主E がある I

lけoRepcn ¥0. 2必， ]1，:[出 7.19-7.27.i.36， 1.48 

Fll1泊、LOll 川， '1'11ハL品、 o[しり ;llιcl (i: ncl 、 C~.. 2G0.3) . [la!a. G. 60 

二日社S7(l'44J441 1621 
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U まとめに代えて

ノギ "λ法にお L て、失'1iさ z られたi!:lùî:当の 1:~ ぷ!-~[.. .~-メ J する制点1] 誌刊さ

れるこ行こは、 Yのようなυ、問問題があωのかをま hめておこう υjl0丈小U、れ
為が攻、rするための 1品，1'1として、波(11が即、"<:意義務を負つ (J什、被;Ilが

ぞれに迩j人しご、それによれl虫干守に』民主与が)G生)たことが必要ごあるが ここ

では、汁告 -Æ務なv.~ ムーlTの認杏ど jfl:.!;(7):んj 容が問題三な rL

;1i 注意義務ないし費妊の認否 「契約の誤った考え」

梨判J土、契約司1，7~'::::柁去工、不i'LiJ為にが響子守 1)えることがある 契約の当

事者 ζt:j 昔がかかわる寸法行為 l 干対ずる契約の33う去には、 ~j 者に-!:I事者，

士J，)る責任を訊]-ffttli~的合ものと、当事者」第一す;にだ「と支イ工を主主「消拘l 内

な勺グ〉 ζ 均ずある ここで，~、後者カ叩可開となる。

まず、判例で;正、治 省(-~A'J-する人身tW，?:;が日出!よさとなった日 Wf灯 bu[lοm

n'yi!r i 7J1十要な;LFJごあるが、かつどは、約点者はの受約者;¥!の契約の違

反は、その契約史民すなわら不伝行為にJ-n，'て第 ~j: Pに与えりれた人"tiは斉

のために責任を発止させえないと考えられていた しかし。 D川 Wgft1U!11 

StCl明日明。コが先例子役史[て、 11-，;~一辺の事笑が、 1人 Ui..iに契約，-基ゴく

fdぷ世をラミなし l芝ild1もなく、かっ、もう 1人¥l') Iこ7Fi.行必(.:)t;づ;fAぷ

lii'を与え与い域間もなv、と;リ示 したへかつてりさえ)Jは、 lこ:のワτtiJ:例j変史によ!)入、

1寺契1干約Jの記誤4ト"た考え (r.:υωn汁t干 L川Cけtfa泊叫i

ぺつJさに、 T刊リ担例戸でCは、 主弟う 省 h アメ ~1 令前沌M2:キ二i巧i七l、F尖た元f市h可仇k主とな Jつす争れ ま1"ヘ、 t過呈

7夫ミあノj三友九示 (町z計1ig詐臼n引T日川l出ア川刊i同ぞ引刊n川ltsωS叫) に上，ζ'~);;第喜 字守f に対すノるム従料昨-~;(紋子前損失が

1/1，)版となった。 Heil!り'Byme&Cυ Lld. 1¥ Hcllcr & Pr.1γi山内 Llil.:-1は、 'i'/i-{ ~ tJ\~-.~jt 

4門 cある約束11' 8 が情報'~i:下J-l--r;'--::-ある市三-7';Pに対L'CI古lfのう受:J をし

れとして、被~;; (1)日， 'に;~;~すゐ古什争認め l~'" つぎに、逸夫ある行品

(n'2([1山守口十紅白 l による第 17:7討する沌粋斜計担たが問題どなうた 刊行()年

代枝、「かりi自90{:下代的、「までr))r~u 、 r-s?約 υ)5~!~勺た与え l が7と全;こ r~i丹 L (~. ， 

メ121
1，3 [~~)32J 

r，1 l19G-'lj 

l S~J J 

lい;¥:;.(¥， ¥V. 109 

A.C. 562 

j¥L .HJ:J 

;11:す:J'i(l'440] 440 
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'!'W;jを支配したυ 十なわち、約点缶 D(7)交え:':;-{i-AJ.二円安グヲの達反(士、での寺1約

;~)えすなわち不iJ、lihにおい、 0~~三者 P にりえられた抗品料凶娼夕、のために宣

trチ発刊させえな dとと与えられずv'え' υ刀 υ、1990イ11(父、I以昨、， ~雪作の

引受け lによ》て、被告の y立さをl対すゐ沿丈ィ、iHふう責任をιfrる判例が散
見されるようになった川「その 1f司カ>:"11百ile'1'.]<ヮ IIC~' である。

~2 : 注意義務者いし責任の認否 損害蓄の種類 純粋経済損失

ryi約三主l入や不法-1j'/.，)による?日告の荷矧[;土、人脅ベコ甘:~ I干に討する物JWIi，tP斉
のほかにも、経i~ .Ë'j~+: ν3 し公銭的士担うとがある。 これが経j斉jeうた亡あり、たと

えば、 'f;われた給料わうとわれた和J:r.佐1…ある J

か;絞的には、過;!，-~イ、法行必のおさ藷伎の花岡!之、物連的it7. r，!，~ ，:、物庄町m=t
から結果として}c主「る粁泣損失のみ;政ムれてj.)i')、託生沖れしくiw;三!ユ向まれ

ごいなかたコ引じ }I;':"ミ方をすれば、伝統的には、経済J員長iz、契約責任;こ民

ついてHZ償されるものであり、 j曲矢不法iT0J'i:f下;一基つv.て捨渋さ 11るもので

¥'....なか〆 J行、
このf三村lこ，7.するf:穏をつけた刊削刀¥すでに述べたように

&C，οUd. 1'， IIe!l川!む P(l1'lnNSLlr!_ .'，であ")たこ

Hcdlcy白、ηE'

Dれidよ-lowarUl投授は、!:)，卜のよう Jごし追うじ Hcdlcy 11，も;n!cにお v ては、被;ら

のI，;;-t.告に対ず()}'tH を認め令ぽ拠〉しぐ、な関係 ~_:;p臥 i ，11 r(-'lat!o;1:;h p;、

必制切IJ;，;~ぇ能(:-， [)ccizd skil1)、%をの1八弘により記求されゐ;:1::音の桂皮;，U'.c 

dt'gnど ()fc日E;H'Cju;rl:'d -:J:. 十lwc; rCll n: ST.?cllC町、、 lYlfr三田CiJな(口約 ¥rea:S(ln:iつ1("

rdi::nlCC)、I示白ー伝的な責任れづi吾!t (volun~ar.\' w;sun:plioi: 01 i"cspr:n::;ib山1、ヘ

そL'(、 (6:行為(t..~員 ι去の問の iî~Kt千 (pn1xiFlity) アパ指採されん

Hnll内 ByJ杭に J)~ 、て泌めら Aした?を rJ 円七笠(土、 んで、契約 P~;J 係をおえ工、

契子」に相ょ:ける司係み認めし、 fと~~吉{壬争拡大寸るものとと与える考え方があ

り、他心で、過~)~メ、it :f子 f-~ :~~11 事批大ずるもの~: (: C)去る主主};があるtJ:;者

の考え万をとれは春、事Jぬと不法れおの問の境界泌をずらすだけであ ι、まf一、

5λ じhiLLyηn じo1~tr J. C~s C2DLh cd つ:x>1)[l~c;'ci 1l 2Iè ::， r rclCrrCc. Lc 2'-; C~èicL ，v 0且

仁川1(1川し、J. 1川 ;-h，1 l!Jl 1 i62 

LのよjLJck'sLnv Dic~i()孔arv (Sth ecl.. Hゆ). p. 332 

r/i l19G-'lj j¥L .HJ:J 
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純粋経済11つ失(;!::9:'L約責tr によりじ\-~償されると寸る長本l出口:;に ;'Î :-うこと;なり、

問題は/レな， ' し訪日、松討の菩λ方をとれば、必.'J:により引き記、 5れた純

粋経済羽生;は過失オ工法行為責任によ H詰憶されないとする基本MゴiJ~_~去っ向か

~); i. '-，i-;(!二〉にな口、問題はkきい

Herllり B)'n11:'を契約l二引きつけ kみる兄ノJにとって、-1 扱くのは、 (l佼ili

と出"干の間{ワ寺川な関係 f寸手干のけ L:，ぺJな責任。〉引受lt、 -'i虫、去のお照的な

日明言であり、これらカ 「関約に千日常下ゐ」渇係奇形成する そして、必被告の

[[主 l可士貰 Ifのヨそけ、、，~立 ζ の合llI' l町な信頼グ〉トコ{土、エ\、担Jι? こ引き

つけ、みる見)i;ことっては、 I1に働くが、過去に引きづけてみる見);にと勺 L

iム負に働く とL うのは、長)被台(.')j'j-T.i円な苫任ジ〉引'-':J:けに八ミて}よ、不i1、

行札己引はiJ'により 校拠づ~! (，れるものであり 当事者0)"二千主的な行為により

i刊五:されるもの「はな、寸、りずあり、原さの合同1却な信頼に Jいぐは、ぶ告

の「為;立、市:与1内失により相手?陪出を減潤するか芹ウを除い1、i司令除法の成

~-ì ;.間%引ないからであ令 η

IIdky J3yη u: を;~-;たに引きつけてみる見ノれとつに?に働くのは、

別な+l問、 3 ぞ的決況におけゐ台均的~， q-Jプ動、 のわ23と似J士山:FU})近九刊であるf

二れlつ2つのと手方をめぐる論争(立、ヰミ角孝次のまま Cあ i:、判例を統 的;こJ校

i) jなおうと Lて主九に凶迷のl交合いを深Jl;ている、 ])，;¥':d H<JW三r!"Jl救授は、

以:ーのぷう lいつ丈羽

えて、 Whilc !¥ f，ん帆江矧雪何)tl株十:1士、¥リピl グ〉支fこのづ":-2けが認定さオしろ乙た

して七、社、L~:告のι較つ市司な'，"と干ろ L ある υ そして、 G(l ff 裁判官i よ a 要位

lして、六〆岐;1i (1)責任'J)づi主じrどりふ争lt'とおり 治原;li-(7)13除ふノ内Tていなし川(

日ヨowart~ ， ιcono~nic LossムnEnぇlancl:Sεarc-h ~O~ し 011ε工 eユC巳 HaI:2.kas Ced.;' ， 

c叶T.iilbililvfけr;'urc: Et()n()~11ic L刊行問品) • pp. 2'( ミ2:l4 

!'9 ドξldr上u日 n.EcunCI工i('N~;glig t' nçe (4:h ~;(L ， 20(ぷ!)_ p. 13l!よ、つぎιつよう;=i色

ベ亡、;I'J大ある湾77作成(j);品什には、 ijj{i-'ro)'j日開.R(1)要::?は小委であるとするハ

)~ヨï:あと不定表示ι乃場合;こは、被告が、原告が信頼するごあろう~c':を JTつ

どいたまたは1むって v るべきとあっとことは、被 ;ll の責f の~!主 i.JfJ佐老させ

るが、地;にある辿百什iJ1tの品合には、放にが、日斗グ)過失が直接内L以容の辿

W'; ( 原亡の，~t!':'D 引目的を古-，ることを~，LI っ亡いたことは、 1Jt~ ク)責任の日|乏

けを lif;;cきせふにふ?である。 役者の地合、被告が、原告の千11桧のfめにFてつ
や引き受けたが、J1:{;_:，;"-:'，~-I台 Ji，灼に Jト六を守えたならば、原 ;lI の{言忠良を'~~:f' 1 とし

亡要求 qることは 江〆ないハ

1711 ;[1:す:J'i(l '4:~S; 4以3



f キ'iス出におけ。:;r:. ~^~1';二回ヲゐ事:Z~，0 :N-壬 n 、 7 行為京佳の間十手 再市

品、:で、 lrh山 v..1川'"lU iたグ)射干をじ叉定，-るという休|稚な作業が必!?::とな勺

ごくるコ一方ム弁護士とiL:iョ?I'とた望させられた受給?I'に関する狭射程し

刀もたなL吠i司;J ;rι[(') であるという氾んかあり、!日Ujで、I-lーとユクノティ

を敢合し、かっ、ろ':ii~~ ~〆十日、?jiJのi高津を恒石j-;;:)i'A.J京別(刊])t'ipj";ll円plt')，; 

である三いう日ノJがあるこふして、たとえ投与しり恒端な兄んまでし、かなくても、

たんに 紋不叫 i:為i1出会均に特殊不叫 i，為i1を印li主Lたわげごはな;，' ヲな

わち、特殊な怒型における持政な育fTそ創造した打けではない、 ，-:v.う見)Jも

自力(与在守る〉シいうのは、 ¥lu::;;:i日裁判'1'が、そのJ;Ztj，~，兎のなかで、

(;:);1裁判官らい Jるを成烹..!，!!，がいうように、かけに志件で?で{千が完7とされる

と-4--i i し[、過失 j:'，，L:;.うん弘 j:~:こ主るとあろうと v うえ派で、 ト言 Iのように予t止し

ているからである山川 ノf伎の干1I仰の民慌を検討する kニレがぷj芭となろう?〆 J

~3ì ?主意義務主いし責任の認否ー…不作為

仕立義務が会下FIjなし斗1'111)、過矢立f[は止也〆?なL~

その汀てき;:-;.t務 2 し亡、人しtf也人を害してはならなしバ♂いうイ~f;êly}王子与を民ろハ

そして、ぞのィ、作為義務;を足すなわちノ下おのために、ュ見失貝f工が'1二じるじ位占、

人ば容されてし 2る他人をずはわなけ札ばならな， 'といフ作為式f告を杭わな v、 二子

こY、そのよう 4作為義J占はfi布しないから、ヂC)作為義務1主反すなわち不作

品のIめに、返失点[f+'が月じることもなし~こ札がy立川jである いいかえると、

たんなる小作為のために l長失責ι[エ止じない、というのが 牧町出lである ヲ

な7ち、 fclかをヲ1".走E干すことと ¥cu:nYll:ssion.Il l j:';{(:'nsance) 、イ0)かが昔:~ 2る

ことイトぬぎれね。こと ~o:n i. s~.;icn 日m;ca日1]('(:) と:二、述いドあ 11 、 I:J;I-~- は過

失主主任を生 ι さ千みが、{走7守は.~丈主{工を生じきけないれ

しかし、その原則ぴ、相jトとして、 し ~fte-!王、{去により作為杭?寺泊 i訴さオし、そ

の義務違j人すなわち不f:為のために返火責任が生じる予とがあるυ たと去ば、

被 (lI 刀法向者またはJ司 fT言。〉地f，~r':あどJとさ、危む{h8rni) が彼;Ii-C)竺督「

仰[l99:;J 2えC.20'7. 291 

r，~ YVinIλ ムd& h~o 凶 l C':L onτor，- (16th c'ζl つ日J2，¥ li、C1cinzdtcr rclc:-，'cd '-0 :1S 
九九rillfic:lr:(¥， Jnlowirχ O!l TorlJ . p. Ei 

(;.~ Saln:ond & HellslOn 011 rhe L，v¥: oI '1'0ム同， :'.. 39， p. 212; ¥¥infield 品 .:C~CWICZ

川 fぃrLpp. 171-173 仁hil~:>οn C()nLraè~s ， para. 18-037 
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のおから1[とるとえ、危険 (risL) がおぶ11-0)支持己トの「段 '1日rLll凹 n，-alょl}，i 

，])N!iTl (.::よりとるとさ a 危:;~主(… islc!カ被告の 9i 有アグ〉二j也でのえ干のよう

な叫1':な危険 (d"η広口、からI1じるとき、あるいは、被(!:が自発的に援助し上

うk介入すζkき、被告のボ什為的丈めにjl0欠京11が生じ之二王があ4J 議論

のあゐ作外として、洩りがかりび)1フ、JfJF父通事故内被士告にみ急処置寸るとき、

というものもあるべ九

TTllil(J ii. Jl川lバも、置で者の烹 l':)IJ ~こす「投ふがE77 去作 :-IÎ しなか J トにいう

不作為が同~(:なっとナナ例で為る G，)tT ;古川IJHi土、不法行為では不作おのど

め;こ責任は'1じないと ν斗 抗原則を未認したが、被専門家 J 丹原-[!:~ (被

手与J引に対する責任。i"rjI ，，~~けかあると主は、 !~.81;の例外にあたふと料ノF した}

たどし、 l己c->ヲj外よ 117，ilr:n. '"ρヮι仰を比較 L どお〈と、 ~j，!者では、原告の物

即「件名:安イhF安時が保護の対象 ω なてているが、後?キず!i、原告の計的l町公示l

献がFt詩的対象となっ亡いるこ F つにj会l、があξつ

コれらのi仕方義務かに当lヒするものは1i七か

ヘ'1損害I ヰj産指苔:こっし)亡!土、故判所以、 へは自己の隣人を世話「るべき
であゐ いう;立照的土考えhによコて、民知的な注主義織を止当イとしている 1

すなわち、積1古川な Y'; 意~\務が点され亡 3 た状{見のブて'1'におい{は、被 t!? は!京

;11が?迂る人身tTi;てや財/堂出7;宇田7珪するべくとく}二有効なk宿 iごあ')、被;11が

そのよっな三s=;m(r l口置するべく合理Uむな注意をするこ lが効子、子jであと -l'~，;"と

はなく、巨 l-_-_~ (7)殺人を i量U け~どの;;えんに調布的-cもある こうして、民忽

Ú;J義跨はμ、i'I~義 14? になる川、

ft前打l:;lcについては、院極的な:1¥:7与のI卜当化;三、人身打i古令官i産J:l古につし、

てよりち、明Fニ-;:':止なくなる I 高下凶JRったの配的訪，j(を認め之判刊の口l誌なtt「丹

としては、裁1リNi';土、品失j;-]るお;;弘、違反(<1nc;;λ伊 ntbrcacl: 01 pl 引~lisc) は示

以、h為である、 Fごして、 V千)--(;'または市三汗ば約束-7;;-の玄起した)iJH与え結債を

:' jしうる¥きである、 l認めてしおぶのである J主泌する学説がある もしそう

~;:G~ヨヲトるのであれ :3\ 不法し九 Jこ高づ〈話示シして?は士く、う~*~進l認に某つ

r，~\ SalElOnd & HCUS~O;è 0;: ~hc La怜 OIょons，p. 219:日i、fi:=:ld& 1010怜lC辺町ム ror~

pp. ;;).4. 1:i7 14:); Chi:.:.i リ 1Cυnll日('[:-;， p~I r;-J. 1 お¥i2;j

引ょ3urrows.Rerr.e辻lが討 f仁r'-1仁rr当日口dBムぞ(;chof COllrr3cr (3rcl ，'c! ';1"¥り4). pp 

12-/l3 
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f キ'iス出におけ。:;r:. ~^~1';二回ヲゐ事:Z~，0 :N-壬 n 、 7 行為京佳の間十手 再市

く l高求三して~Ýl~λ9'-るほうが!JT-ましいと#え J れ

(2)と(3)をまとめると、 lPutc 1'. j川町は、す117局、京 l干のヲ!とミけ乙いつ要心を

も t こんと、その7E.ノ止を認定することにより、純粋柱1存~n';tとは過去:責í: によ r ，

nj11'~されな'.，<，てし; ，) '9， qn c ::rt する J71)日トをそこ ;fEめてし \;~)Fけではな〈、 7九三
rν 

なる〆千二作為;土品央官れをうtiJさ止な u、とし 1入山口1;:二七jする例外をそこ J記めて

いるわけごめる九

(4 損害の評価一一損害発生の不確実性

J[1~賠儲 (d::;Elι19" 引の認容判決を段ちとるためい、思 iu-:王、裁判所;こ対し

て、損害 i(]:jCllag(-') の苧:ぶとその績の州方ふ，1主しなげればな内企い。判対

B-~ な?事支性をも J ておごが '7 訴されうる場介は、 ;'r， ~{O) 茂功または小成功 I

よ J て損害対ぱグ】忍f?をほめ九ばよ v 、が、他方、村当の't質のある t~，再を被"

たが、 子ぐっ-1"ft:;:t;の?と'i'(のために、そのlf!ヂ:の計約が:1'1艇である場i-t~二、ま J た

くffuτHZ慣を lff〉年Lてよいわけではないl そのと芯は、経礼的な作突けをもっ

λーウ祉を要求宇るべきで以なく、 「なれ ι、精密な証拠を要求 ~l Idへきて、はな

く、台湾問な唯実f をも r た~~-止を i日求}一るべきであるr

「Ed的合うなJ量:;:に合まれるものとして、ある過去の叫山寸時:つの行為が

あっとことによ!)、その伎の中?との:1-1'点で J~;_:-:'-:， _~_;J叫7;がな生するかとうか、ヌて

経J士なl対立があるのめるいは、その i垣去の時点で1"~告の行為がなかっ九介 rれ

ば、ぞれ「立の古来の時戸Tで;)j{~ :' i， ~tCi-!;が発1: ~d- る二どはながったかどろか、小

官室江、な場合tつある L すなわち、損害;よ将来に関係し1 お~;、 したが f、に、それ

(ニ他のi:iUCI)"k京i，:j，出然的;二ぷ千-Î;~ れ(，) C)'cある l ぐのような不hlf_実住のある1n

斉には、丈 rえ(}'- 抗告のボiJ、;Jおに上)-(、必要kな /:~ !t目 (γliu::，pt'C十lvet'¥: 

pcnsc:，) たとえば治療費や言五三賀なと 泊り、 *1)，されなか}た利世

たとえば将来の川得 (pγ();.;pcc t 1 y(山形川Il g~) やP司会の~尖 (10川 of a ~:hallc (， 

し I/!i:l.;lL -s--/j，1 

G山吋 ;損員=寄与カ物王烈引内;{J1勺tヲJ刀

τiι2刊カが、吏わる古か、どうカか、iは土、 日h山 L']U!lCS円分析だけから結詰-:1tjることは

できないー 2L件jを品目紅白:J¥珂へなけれはならなv、
;，'~c C; regor 011 Da即時出 (17thecl.， 2(03) [ュιetnJ!rel'reft，rrecl to as J¥lcCrt;g:or 
山口ι山;Jgc"J と)p.::97-2~培
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clnncc dcp:=:ndc叶 Llpn.'.lthircl pa日.'.cs，争ど まで、さまさまなものカιあ

11 'huc 1}， jc:J!cs は、これらのっちでも 機会烹欠を問題乙寸る事案cある

〉託手-7(/j 1宅うたに/】t'て;三、ぞのJR目IJの品!!望夕つきの上ベに限シとτることができ

る (t;-;el-;jngt> of ~町 IO ::i S of札 chan吋山γt;iIIりυ 方 "C'， 、;辿J、心つずれも~(，こっv、でh土、

裁判所 ii 、主主?へ':~L (prcb::bilitics) (7) 4-長により、佼iliじり行為がすでLこ原iliLこ

損害をもたらしたカどろカをu-とえしな:げればな:らな:いそし l 、それがh計二き

れれば冠全な主主怖が待られるが、ふれが否定されれば此流は少 L も;~られなし、。

他方で、将止め予杭に山、て l土、:t~i:J; )1-/ 土、 r'-r ;j'~刊はhallC出)の芳早;より、

被告の行為がそのうちに涼告にJ'[it，:を bたら寸かどうかを決定しなければ長 Lコ

なし、υ

機会0)j'と9-":('土、とのよ与な事例で問題 Lなるのであろうカ たLえf芝、訴司

社がヱ催「るゴンー7 ス!に討い亡、 kf伎がよミ草され、そ tワ応募討のなかかっ、

読者か lヲ〈つはJ1lこょっ亡 ~O:4 が;空考され、そのL地科のなかから、長i'l'によ η 亡

12引が選考され、最終的(.-iよ、その12れγ対、て ?仁l がお:段契約千寸アア

Tるこシになっ λ 。ら OU()名の応募のなかから、 l県きは亡。名「ノ伝終M'~補者の l

人ぃi立考されゐ 4こと;成功したが、被[;二原山 J二;JI¥慕't:''iitにliI'コたイ〉タ

ヴューの機会を'-jえ虐な J たれ結);:;J 、 J早 ;t を除く 49~告の最終選考者のなかかり、

12タ，，ワ人質省がi主宰 5れたf そこで、原F 力、被;¥:-~-J，J- Ij て、:ì.è'1:=t: ': ::基っく出ア:

の賠常をJ1R<'r、した そt-c、日"舎がI，;;-t.告:ーlUOポンドの日'&1F:を認容L、註訴裁

判J町もそれを誰お Lたへすなわち、二こでは、彼;1i-C)過失がなか寸たとしても、

忠告の人貨の機会Jよ多くの偶然~":~右足 i! ることが問題乙なるの仁ある"

さて、 l与r1t(である弁訂正 1-~ ': -~_メ .1-1' ，(，)"ιJ%f)í:i'i'íぐこぐ元三 *~~~}j-nうたの ft~償抗 L也を

取り扱っ判例iJ、 I~において u;抗な役訟を呆?L てき t- 多くの判決は 返っ三あ

るf!J;-;I二院jる;J決訴と;g;宍ある起訴浅1;に院する 1''1決詐と l二JJ苅できる こ

二cは、前者だけやみておく lじ

過失あふ町 ~=n 品すみ事例に(土、たとえば、 っさのものがあ心。町山，~段 ;11

(ix Ihid、lL.'-lρ「】 ';11

r，，:! JL:山1.<lL 313-31rí上}之の説明から、被主の行為と原亡のm宍とク)北 CJ) 凶 ~-.::-;ll

係正、て担当→発'--{-ーのん娃t丈牲は、ど終に問 i皇4一ゐ問題ごあるこ〉がわかゐ

'， 0 仁i'wt巾n1.'. Hid:>， [191 n :2 K.B. 7同
}，.'~èGrc ，.~()r on Da，l~[，毛じ S ， ~)p. 319-3:21 
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f キ'iス出におけ。:;r:. ~^~1';二回ヲゐ事:Z~，0 :N-壬 n 、 7 行為京佳の間十手 再市

弁ヰ+1二、ふるん動百?賃借梓11j ス)(7)鱗人に除してねずを】清うたcところが、

被告すri'亭ート[よ そのリースには.t'lt口氏。lllingent li 凡b:litit，~)均七ィライi しな d とじの

売主にぷる保証が剤|みされた状怒りまま、完且のF読をi進めとしま:>;九r 売民

会了直段、その j スから負担(貸上の?台半μ対r~Z) 支払誌、Jよ(クレ ムi，が発

見されたc そこで、 1ロ11liz被 l 弁護一行二;-，j-i"て、 j塁失に法 1(和合ク)~-;~墳を 1百

ぶしたコそしご、控訴|克iz l守、手干の請求や共却)た .J公わち、二::-.'e~ょ tfs 

I に、後告吉、日主十かW~JF~士，'，:1:':"することの効長奇適引Jに説明Lftすれば原告

は Jl~主点。ら保証なレγ;保護を汚ようと試みたかYうかが問題となる J 苓2，;二、

その陣、の市 l..--H-'rに売キカ i士、じる用烹があったかどうかが同県となるごお 10)

問題は、主73古作全もってi川県関係またはず4￥ft宅，，::門医!珂℃ミるかlかかわるが、

白(~ 2 0)附担;正、売ヰミのな也;パ、確実性0)要詣カあ i，、 JJた主をもって事果関係

まには市昔耳元止を;三RJj"(きるかに7)かわる、そ 'jて、 f宇μ'1:'主'， cJ..、第 1(1)医題の

すTIil は成功し-(~ t '1るか、 ~f~ 2 ~I)~;)#-~ C') ウ tJLíJ、成 Jj; 1亡いないとし、、山、ff干の請

31Zを ~t~ )~p した I今

ト百己の宇例をふまえ f うえご、 n'!we 1:. J.ρi!es -+1-阿を倹手1--1~) Vi'Ililr 

!onr!s判決は、被門 ;J);f，Jj与ーがなかったなりは、刃"量百nもとでそ領したであら

つ遺産グ)会慌の賠償フ6{f;五努されているとャハに斜肢があるc しか l、泣 I__j者の

丘、思には、不確実「の思表がある つま!)、被;¥-c)過失がな})っとと、ても、

泣己者がよ;指宇1.)かルうかは不確't~-cあゐ L それを品 ~t-9 ると L -(-も、法乙

昌がし 1くら清司"すゐかも小佐実でふる7己cしιし叶占えると、 l百;iiに実I民きれなか寸

た干IJt，~乙(よ、た人なるんゴi モヘグ);[:;望\~;1パ$日ICCぞおおり'"りである Iにそれでは、

なザ、日!日の"ふ主は全官Td主将されたのであろうカ

第 1円、 1'l"hite t¥ 1，_川町内貴族定の裁判じの C~ もが、この ζ つな損害詮生の

不nif'主tiにほとんど寸法 ν て，，ないつ人々の必訴院の SirDon;::ld Ni::~"，- oJ:，副大

i.1、寸は附一、それに百及Lてνる j止は、 I絹害賠1>'1，と ν寸最終.llil 0) ，とt二、
つきのように uもう 選者のまt12人にH.(l()Oポ Lド「つ宜的するという遣者

の長国l止、高百1干の弁護上への指不およりずその他内証拠点。え、イ叶ij[;tなもの?

~; z主t，¥ -gなわ九、遺者は、新宣を作成 ν 」うか作戒しま t、か決めかね"(

A Uied ，¥Iefllw'i 1'. 5，'j;川町市，c-SimJ;t，川」叩;;J1 ¥V.L;( 1 fぬえ仁 1
3 ;，'~cCr(:'g()~' un Du，c:ges， i)P. 31 (-i --32~ 

;i Ca;，c， Tore La¥.¥ωd七c"立omicbllcr仏、LS(，:2wl ul.， 199G; ジp.139. 183-18-'1 
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し、る状裂ではなかった'~ さレ川、新 l肯の門下手を変疋しJうか変更〆まいか

i主:めか泊ど， 'る状態ε:よなかu たL予とlよ、会J三拠から、明:=rTある、このよっ
;二、事実から迫河なJ缶百を導きだL亡、各示;1l;二9.OO~);-!" 〆ドの金箔ル守える

宇IJr:;去を卜し丈~，

-;;r~ 2じ、遺-;i0)均台、つぎの 2つを|パJn'"なければなりない「ずなわち、原
告への損害が¥'まだl培~]-:1門:こより汗1JJ.可能である渇ftこ、 1じ!こイ円かえするた

めは遅すきゐ場介Jである。そし亡、↓打者。〉場fη立、 f(~~~ :-f は :~>iT .s--免れる

べきであるが、 J走者の場合は、 J了~上 (J 責任を伝うべきである、しいう結論と

なる υ たとえば、遭っ者の'1 存':;(之、 J電を交史するここが"c.ð るが、置~--tl

のW:-'--:f:査は、これがで九ないので、ブ?者 jが責任主負わないJlIlIIIは圭シたくな

いこと:1，なる

ま〆める炉、追百の場合、ヲi~~~上の夫撃させられた受守主計に守J']'-- ;~) ;'土肖義枝

岸lヲク).;:l'1:~詰償責任を山討するためには、まず、た I'--;--f;- じ)真去のff:ツ1が自|ねに

よ'Jυ証されなlナヌマばならない さらに、遺百省が受託主へのJ以下手ヨ復すふ

権限がもは... >1たわれて吋、なければならない~

(5) 損害賠償の闘的

~:Jjで、契約迂反に基ノく担 'c;'n士伎の目的は、契約が校~T-ð れととすれば、

忠告がじかれ l，~ ξ あろう地 :\'j 同じ池山 i 一、 J忠告をおくこ〉にあゐ 他};-e、

小法千為に恭っくすっ合成質的伝的[工、小法行為刀、なかったとすれば、 iE;11がお

， ，ω5J ~;\じ ~(J'ï， 2ふう
7UL《 11ピ!円-!trαfI(lLC'74川 3臼 1お 184，11川1-(-1 L .l39土、つきのよっ;こいつハ失

望させられたそ此芸につし通ての判決は、云Jt訂以与の失敗L斗よる町;償をふ記めた
ものであゐが、機会のjlzfA:;.対す，L沼f討を認め汗ものではないu かじい、受右手

折が辺百計約死 lご前に起I-il}を売起したとすれは、流会σ)t.iJ.ぅ:に対する"恨の間

開となったであろうこ買っ=当方、叉話者を;電ア7かに平;除するかもしれな ν かりで
あゐ口 Jまり、たんなる桁;克へ、の希望はたんなるが続¥の希望の士まであり、

その市11刀冶実現弐れる刀とうか |吋 ~~~jòもまたはf['t発 f[:.C)可能じ の

I!.，;lEの阿鼎戸あるかし いったん池百弁が化亡したならば 111ョ??カ J之官よ

f~ を遺言から~，j同:することができなくなるかム、従公の喪失に叫するW~質的 ~ilj

屈ではなくなゐ。つまり、 fんな，L相洗への希望ではなくなり、辺三者が受右手

首に逮町lヲる日忠があったかどろか [1J. 県;院係まと{ょ?山村先生のJムク:~'河

n --;-;r: ~il .u)制約こなるコ

lTiJ ;11:す:J'i(l '4:~2; 432 
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かれたであろう}け位と同じ地位ι、13(l]をおく二とドある

と?ると、 7れ芸士 C'j";- 訴 i守\:::~~寸る不 /1、 q-ih:.二五てト、損害賠償の IIIJ';iょ、辿

失ある役務提供がなかったとすれば、 Tiif>;:; がおカれたであノ〉斗地iù:~:;f1le二地位

仁、広告をおくこ}いある、 h なろう、「泊先ある{:zf}H，1f:'f;:~がなド J 丈 k すれ

と， ，うことは 過失なく役務提供されたとれ叶主 ιいう lことと lrij荘なのであ

y、うかべ Rossど Cauutcrs0) J: ろ~泊 1えある行為 l刊引cma ccJ と ¥¥-hit〆ι

/川m の主うな過 fんある不作為 とで5てなるどころ7があるのであ

ろうか J

d了耐を 2つだけ判介〆仁記ヤ入。

鵠 1cうこ子誌はこうである。 11"'0要[:(.')，~.去郁，1/に対 ，r!~ 不μ、行為責任が認めムれ

ゐ2すれば、それにさ5<i'< ~M'，ご応H~:~t ~正、ょ品5たなく役務提供された L すれば、原

告が口迫れ/::であ九ろ地?とと|可じ池{ム;、炉、Eをおくべき rある日いいかえれ

ば、 この考え方は、契約時反にぷゴ~ "て余波 I:II~JF去を賠恒1 る考え方と阿じと

めるべきてャある、と王張すゐ学円以、ある主.lt仁、 11川te~'. 11JHi!sも1，，1'〆私識をとコ

λが、苧説も判例もそのJ1'出を述べていない『九

第?の字以はこうである 11 ilitc V. j0 i1 CS でTP 不された占(~l[を泊掃すると、

?の効果JZ、約束若と J壬jiiJ昔グ)間σ、契約が;産切に履?芦れたとすオ1，~工、市三者

が;;"-.Jかれたであろう i也 f):~ と H'~池lJ に、第一長ぞおくここになる二れは、格

者は、主主音の官のtt約が照行されたとすれ(ム清音がおかれ-0'あろ〕

地位と :riJじ地位に、;;:; 右をおくために、十云行為 lこみLづくtn7: ~r~ t;員を求める

ことはできなし aとし汁 れ品別乙{よ 1 ぐには~r[t;"f:l L/ ¥:::い i しかL、退7、あ

令違ηノヤ)え(7)tiきfTl去、 J民福七ある建物建築の場tT70と、いくつかの「片で速いがあ

るけ 1つには、建物の場合、注正者が告わfl_i:~相誌は、 日立民へによる前向へ

との契約の履行の利益であるが、畏の均台、安企ti;が今われた刊誌は、宇よ

i 忌urrυW:>，刊prunotc (it al 33 

1内 Ib抵抗つ悦t

7Q fu日ω品川!(sL!d. L'. Vci!chi C.ρ Ltd. ~1983J 1 ;'¥.c. 520 [，'.~_おいては、町文;長が

詰白人に工地位訟を詩:+j;'!わせ、てし?さらに、詰i"!人が下請負人にその工場
。)!木張じを高げ負わ士たーところが、後に木に亀裂が九ラたれそこ℃、注文十:

は「請負人に;0/.人賞作を追及し、再i比の床医りの資吊(経済j員~I.J (;コ陪伐を請

求!とが、古狭山;ょ;E求字以fギ干した しかし、現有の判例(よ 当ぷl'liiたを批刊
し(当該￥実に叫洪な判i)でと1ウ芦別;i、責任主内定する)JI刊に固まって v、るハ
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ートによるi告7τJiとの契約の辰1rの利益ではな ν、。;貴7マグ)均台、 l肯産というl"H，c

iょ、寸ri'亭士によ)-(隠 11 されるべきものではなく、〕ii 百?Î'にょっと是 IJI.~れる

べきものであゐ。:Z>'lÎ止主 l土、弁 ~[--j 占的什事的立三位を修 1:-，-9る安Jtj(COSc o~ 川 rc) 、

t~ ，t_え(-f、誕百干す灯台Eを矢現すヰ丈めに羽の弁務士を雇う !t吊の日佐伯を認め

られるわけではな u、 汀Iu!c1'. .1(;11叫によ JiEtめりれた干IJ鼠は、契約の"三行内

相川;;.C'はなく、 )/1何独¥/にイ7干:t-，む利耐とあるとLイーとごあるυ2-~に l立、

透の場介、 )fi-~-O)1日仇が発見さ才したとき、その怜iFがいまが，J能であれば、

不定上は受杭17;お Lて責任を負わ去し i しされていゐ。この認内は、すでに、

(4) 行制月 L たっ 3 つには、建物のJ4& 1じ請負人がト清丸人に、 tKz~.l:(修理費用ま

たは')ぷ見当れるべえ任事と長;:;Ji!に仕事的imHIJ，Oi主lこ廿1斗する市¥tolJ:求的人れ

{) そして、そのよつなf品目Ai.:認めり7，!.，る欽済i土、請負人自身心〉釘'2;(， ~ I坦L

ぐだけ寸はな〈、第 告であ /0)"i主よ告の掛J台に陀しても、忍められるかもしれ

ないハ也方、冶， ，のJ巧介、 (~J- I~ かの責任が「之さ札るとすれば、現安~()士唯

す日';i:;:~古↑古の主主1己 ;;\t、はよ、プフオl てこ恥j主的句'f;E でヰノゐ… というのは、遺""1土j日;τ を
絞っと 1，'，ない i:~)-h 、弁務土!こ、名円 uむなよ員主主的仕出ーさ完Pi ú~な j'~芸陪慌を求

めりれ「、かえ L、弁夜|は計責任を免れる結呆となるかりであ

;i~; 2の J子玩i立、損害賠償の鋭点刀り、

とらえて"ることになる

おわり

¥¥'h'il(' '". jOl!fSは特続な者12E!~あると

(1) Willficldとhlowicz心不法行為的教科昔は、ぞのまえがきにおいて、

H'j，itc 1"， j，川口がいかに判例仏に根本的な形粋を及[，:;:'.ずかを並べている則、それ

は乙ごの/'-1.:刊iである「

くりか去しになるが、ノギ;J7，μ、のj}析やまとめしおこうべ

¥71 'f '::;;' 1)ス;'，tにおいては、ヨ同の事何 主 n 問。)~約が約 Æ' 者 D\

第 者lコ;討すと三ピ約上の義務または:;i、法行為上のt主同義務を視す場合があ

る「 につ t、て、 ~.- -(、ゾ氏か l コぷ時を JEJ7 た、 JE';7;.の|枇;~::を探 1宇 4 る?と

によって:IJ'i決する寸法(.trηI1S fer;"er1 !o日出、}と梨;'ri'.j音仔の人(n主gt<によてJ て肝υL

ヲoChiT，TV 0じ(ontr:.lC日 pelrュ18--()37

l'~ Wi;lficld &: JflοuしZUll TurL. p 守

l7~J J ;11:す:J'i(l '4:~ (l; 430 



f キ'iス出におけ。:;r:. ~_~1';二回ヲゐ事:Z~，0 :N-壬 n 、 7 行為京佳の間十手 再市

ずる)Jì主 ~con Lr act 同 l t.~l ;JrnlCCLょ山巳 CcLf01" thirci par，-i:=:s) の可能引が l邑求さ

れたかし と:に、松討の方μ、に対L、亥約関係の'!J-叫にJえすること、そ

L て、たとえ司~---~--~の人めにヲる契約 ;c r:nil<H''- Jr:r lhcぽ ndilor chird panic:s; 

のυ、却 JノヲEめられ;;li:し t も、":-~しそのもので;主なし、ニ〆から、その日J能，:'1.主は

断念された。そこで、 iE失不法{j為責fJに4って解決する )Ji去が模索さオしたυ

で L"C、こ{ワル.]I~T ~(;-女約関係の ìi 坪をもちだすことは「告とぞ)1/)デ， 'た考去 と

じて批判汽れ、 j重火ィ、y)三行品賞Fによって解決する jj;J:(.土、 人身抗じゃ則主主損

得につしとはþß::山 L 、純粋卒者iI守~H 丈!こっし 4 てちある程皮成み Lてい (0) _ 

共"マさ寸られた，-;:益者の事例 l土、制I判L経済J[;~廷の賠償請求が互主主子された判例

としてとらズられる :，1.J、し、辺丈責任会え寸 μ、的根拠すな1，)ナ，待出義殺が牛

じる法的根イ向性は判らかにされιのであろへか '土際的な立要性から摂拠つLtる

ことに終始はいないで£λ うかハ Ross t'仏li{J1t♂rsに記いては、被主的合

土型的な}弾。'1向性。〉要fiが設"、会オL、 WhιtP v. j，山フ5の Goff裁判宵によれば

t庭山の:RCのづ i てよけの}~~fI. 7引先刀、されたl そのほ刀 iーも、原;11の信相、去ら¥，-

以、 y忠告L被告の問の特J.il;な陪係ャHJ百同係 /〆えi:t、契約河深までは

いかない誌がJ苛:犯の関係 な市、tSJ巨されていゐ n 与え[削り 't~t; 出十で足

りるのか、 J阜白測の要件も必安企rJ;か n方に要件を京すとはどついうてとな
川か刀市計われなIrればならない kこれらの'k-f'Hょ、程度のノ&¥よあれ、六六iよ規

能的なものであり、 uィのfl);:昧さは否定できないん結局、 これらの安竹'c."、そ

*~)"tj- i士松汚されるがお力はなく、).:_~ま~-!土釘7マはめるか松済されない、ぞして、

''3: ~;ふ t~-(/)弁譲士へのET本を認めなければ、受J:~{í-にボ当ごあり 11'議士:ニj古Jリ

な【七意を11、与語l吋がなくなるから、責f1は恨拠ツげムれるとする実際的な也、l主

性 U)uiicy) を正当7こすζfめの説明'::..-fぎないエいわれかねないI

また、ぞの'((!~についてち、唆味なところがある c 机hilcむ Joυ

干和判1りlて寸了は、 1]'TI書士グ)~立百朽に対 J る立ffのう受 :t:ょ'ノ 4必ず?じま c拡張されるべき

であるこすみ イギ，;ス Lt;，~-おいては、約山首 J 変約者の真約当事者oFcGには、

却や」責任が肯定されるが、 j，~失不法行為責任も行フセされるわけむはなく、 宇右

ゎ i二。責任意~~~イ ~c:)nじ urrcn~ ;bbilij" 引を認めるヨ号こで、*~;民者と;日二者

の問グ)辺:仁不辻、L 為責任 iム判定lí とそ約 }~.O)問の責任に :11 止する責任か、そ

与であるlずれば、 j汚点者1:;と約者の間の契約責ff;日夜ずる日イTか、約ボL者

，'2 llewln出iIι MCiれ'uSVI;d-ic叫esLld. l199~)j 2 _i¥.C. ~-'1:J 
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と';~'~~';)岳山 I~J(7)渦央小反行為h二百来ずる音汀か、それともJ虫J的背汀かがま勺

たく ~i~、でめる J

!ノツ法;二日イト転じると、治 省のためのi主主効をr:う契約 契約音 ~l

の人間拡 ~Jく を認める苧:.:WJ J.i上()学説によれば、(，給付近技

(LcÌSLUJ明Sll2.'.".C 、 (2~'契約上の焦1子告は;己 主を保己主寸る:っき何らかの千:J誌

を有づること、芯丈H三lが 契約おíj~;li刊に出務苛に茸句札、いることが、ての長

件τされていゐ どく t二，，1:で;之、要約者へと川者pt}) 人的有i子、古，~~われる剖

他方、イギリス訟に討を英字ム込ごた不法fJ 為責任を忍める干IJf汁lヨょびナー:μこ
J: iLi工、被告 D と r~f; ，-JのWI!毛が問われるが、それは約七言むとを約者AO)::'3
約関係:こ影響三れると考xているよぺとあるに じたがコ、、 D(J)P:こ対三る
立~T を認めるために、 J.\'_ p 同の人間|舟係が重要なのか、 DP 問の J~Hf、泊重要な

のか、[):¥問のうさ*')f宅係がiF-'J士のか、ニiLムの関係がどのよう h 相互にが響

するのかの詳細なうァ叶ァγ必要こなろ I" 

イギ1)ス法;。おいてはも J;)、との阿見当や日越すゐため仁、特別法 f海E均Alii亙

送iJ_、/出土、契約点11構成をとコておじ町、 -(rìJ_~i，足袋 (9、宝さ付ら gλ一受桧者j

-(" ~止、 i史的吉{工情 1&，力、望ましい いってし Iる83

(め イギワス;ょにお L 門戸は、人 (1(; :1員 ft または財産局芸小、和~H九経済j~夫カ

争市に忠誠IISにi'到すゐ iムノ1も、有首の場合よりも絞話。〉功会のほうが厳格

であるべきことは、共通の了解のようである

{ウ) イ干'1ス法lおし、ては、過失小法行為責i工をと叫するjもそに(土、ワズの

ことを議誠一よる J ある{í-，])不什おのためには、原則l と L て~~ ~J 不法行為責任は

1&_1>することはない刀、その主bγド0jý~J寄1 なιち内意 1主務 rc;'t11>とできれば、

倒れ均 L 出ヲミ小ì~):1j-i，3京i工が成lLJーふこ Y があふ〈そこで、什ういよ，1'さ i、

その芸じ作為拭fさすなわち日意執務をf自宅できるか、こいう形で=紅白tるー

lエj 失望メせられた~:O1:-~手ず?のう下例1](主、指吾川人l主?という白山で、特íiYある

頬型であるへ

(2) さ亡、 「ギノス訟の分析から:1ノド法を烏暇ずゐム

出前十~;とi .1口

付日~j 1-~;_十 II ハ

ゐ前Jgι~G"

川村'1何(1):，;)00
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f キ'iス出におけ。:;r:. ~^~1';二回ヲゐ事:Z~，0 :N-壬 n 、 7 行為京佳の間十手 再市

オザ4主する lーとができ、さらに Jナlーにはどのような税f、が欠けていたのかを刊1

'Jldる予とも Lきょ 7

{ア) êJ~、吉之攻J受;三、 | 本の手二百えてホは、契約C);;r， 話(11dt効の附止に関係

L "(、 A.:_~ll--j-;;:) (1，.. ;lつの構成がよ!ぶされていふシ 9.¥)" 第 iに、情/色ずfl対ず

る契約責F に基づくお!;"~:;i 演の範|到の拡大ク) 1 ，11;也としてこええ、:;f~ーお?こ '1 じ

た JEi￥にもよ巳害出慣の杭|灼が及ぶとする情成 εある J 約 2 に、計約~1 卜の義ずも

のJJLたの問犯と してにらえ、山 首に対する;工務のマ主反に基づいて偵蒋昔の11

話:nそ壬ヂ成立するこシを認める契約責任梢成である}こhが、ドイ、ゾ}去の第
昔のための保護却jを伴う担利(1)氏埠に由来するものである。 ft，3に、契約の;J}

二 Jf保護効による契約責任命lEめず、捨て汗に牛じた損害券不u:fJ為責任の問

題としてとらえる〆'{J、才子~!}.;~立 l 北 vえある兵7

これらのι1~(グ】吊況は、 ;' ;¥" 1) ノ、{去の判例および予:;~Uこj:j ん、しているよう、こ

明、われる。

11ウ 捻比持〉、救十之はもつぎのよう;?いう J 叶本法の特刊は、第 1仁、純粋

経市長j、であることを庄出ィ、u、行必の成いを否定しない山いイ、iJ;行為要件を

自して;ji'1、したがって、契約関係がなし I こころでも不伝行為法にかどf呆去を

つλる?とは 股;江には円能である G"目立に、契約責任の拡仮による í~~識は ;-U5

省のためにせぷ契約 :二上って r主認J~Z~'よ可出tn" あるが、これが主主j(t~ に í\とわ

れるこ l::(J(~ とん ζ ない ま工、主主干Ijでも「清一昔F呆議効をiころo/.i約 介同様

なf詳況が与されることがめるか、純粋計1芹釘矢l関する品門はないよよでめる、

{r; :~\に、契約室任と不iJゴ I ，cぅ宣伝が航イ:するぬ{;には、百五4五兆合の立地が己主

説，:;-J__ (ぴtU0列J によ-，-，てとられているので、契約 Jとに上る 'íl-~設が rj-j怠されている

kころでも、杭害者li、ィ、υ、fJ:lji.人によ ω 保弘ーを，1~;jRできみこ(1.- -C.jちる出μ

fEFL紋授は、 |い(本で:は三、 !実芙際レじニ裁T引判Uご什j純宅り米粋平将ι託;::;，河寺担失ぴの)比昨，'1償員 í'){、ヰ烹~_5張長さ 1れしる事h

iはz多くなレ土寸カ4 それiは;-.， 8 -+.: ~:;.(は止、 'T民Zヲiト Uのコ干F利討可I~が乞ら」 士;dj、;灼メ刃Jに守保呆;;1薯害-づj〆るうという

笠詰訟tが4汁ア?スL7令町山Jに柿;持4であ Z:， こζがJ品立大CのJ原F烹ミで;はよないか、 と挽iTI!J-t

とこλで、純日L粍tγHi'，失内町「立が問題しなる苧ヲ';'1こi土、つぎの2つの神訟が

ある υ ~'j ょに、債権苔?と j責務 '5'A (?) r-品)71 号2*~;I別手に基づくn:li寺刊誌が、 DOJ

之7 卒; 巨丙!1J;下り 行コニ(i:1:I頁

悩能"，.前掲Y土4・627--631只
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サ屯ノ ι 

A;こ討する i~.失メ、法行為により似士されるものである n 二れについては、能「一

孝之主主的分析のとおりなのかも (.-;!lな;.." 1，-，7)':、将来、そグj ような百点がで1

よないこも|反らな L11で、外l叶t どにおけるね持経 ;'T1n~Ç I})~l"ij$J)判泌を検討し

ておく巴要は否定ゲきない}第つに、本指で扱 作下1吋の上う(二、受ζn[l cl 

J官-;-;.;}A の I~J 0)契約以外の河 r~) かの|明示に三去っく期日利主主か、ヨク)A[. 対する

3E火不J、行為により佼干与されるものふちるベこれについこは、出見数以;ょfnjも

取れていない てこで い不iJ:C)了心人苛剖三をした 7えで、外向;}，、の"峻売参与

にすゐニエができる ι乃でi手な1.， "，0 

伶) ドイツ法をも'!i討し丈口本のデョえは、契約 l羽係公い Lm務 ~!j 1，ý~ における

位誌の内ィトマ ~-n 序回 l ャ議論 --4 る。すな1.)t、給付義務r:，'!Jではなく、 f刊誌義務ゃ
以議R蒋を承認するりま式、契約桂fi立7)寸、法行砧構成かのすI-l、はあるものの、

，--; /ドの判例は、安ん自己l\~i義務、単;♂ F る 91 目方、イ I iノス訟は、{古権者に女j

する情務針C')治夫ん〉ムfj品安'子、または、約三軒;こ対するR弁務j??の州大小U、行

為支任を考察する|祭;ーはGフ、つぎの kことを議論ヲる l ある~の不作為のため\，­

以、 !原E臣{日別:J介 してj迅当'fた〈イ小、jυJ

ずなわ 1ちコ己武義点窃r を±吹柁t口;丈疋三一でぐきれ lば王、例外的 (~i同宍不法行為吉f工がト&~-J ること

カあるこそてで、ど λいつとさに、その者に作為1¥:務寸会オち;:i-;意←/ii，;;fi}を想定

ーにきるか、という !I~で法論ヲる

具{牛肉の険副-;(;31じて、 [本(j、〉イギ)ス山、の~，ミ論 (T)-9りfうわヤが也恋レな

7)う、

(I) ':に~メせら Y た''3: ~;ふ j千乙 7了;書士の官~(つ紛争は、ぃ円 J 川 τ ー ~û r:T~; (l)み

ではなく、大河d二誌トjにおし γごも、 l¥t判所にもちこまれとい令。しか ν i 本

i-fJし、ては、主主干すが調べl:-R~ i-， -(":之、政判川;ーも九こまれていないにての背景

をぷる三ともに、 /i'川そのような紛争カ i栽判?もちこまれたとずれば、 と、じっ

ように丹市づけられるσJう このよ qにが前づ:了ムれるのか、を考えなけれ11'

ならない

(3) ぷ桔;立、イ'(ノス i去におけと失望さ tr り 1しと受主主スに関する+1i '[7~ を紹介

したにととま ηLしまっ犬「吉川、者(?)市三者に汁 9る純計』淫汚十五矢内応浩賢r千

引)平jL庄お 11支柱む、;ゐ(計二版、平成(iff-J桁日:l頁

前i{?/31 --F，2 t';;" 
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イギリス法における箭ー者に対する契約責任と不法行為主任の関係 再論

の成台について、その他の類型を検討するとともに、 11本の学説および判例を

分析することを今1去の諌題としたい{
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